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〔開議 午前１０時００分〕 

議長（髙村泰德議員） おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 ただいまの出席議員は１３名であります。よって、会議は成立いたしておりま

す。 

 最初に、議長の報告ですが、お手元に配付の報告書は朗読を省略し、これより

議事に入ります。 

 本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第２号により取り進めた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８７条の規定により、議長において３番、

中平隆夫議員、４番、田中勲議員を指名いたします。 

 次に、日程第２、議案第６５号「尾鷲市地域の元気臨時交付金基金の設置、管

理及び処分に関する条例の制定について」から日程第１６、議案第７９号「平成

２５年度尾鷲市水道事業会計補正予算（第１号）の議決について」までの計１５

議案を一括議題といたします。 

 ただいま議題の１５議案につきましては、既に提案理由の説明は終わっており

ますので、これより議案に対する質疑に入ります。 

 質疑の通告がありますので、通告順に従い、これを許可いたします。 

 最初に、６番、濵中佳芳子議員。 

６番（濵中佳芳子議員） おはようございます。通告に従いまして、質疑をさせてい

ただきます。 

 まず、議案第７８号「平成２５年度尾鷲市病院事業会計補正予算（第２号）の

議決について」の歳出の、予算書で言いますと４ページ、５ページ、あと、６ペ

ージにまで及ぶ部分になるかと思いますけれども、その報酬３７３万４,０００

円の増についての内訳をお伺いしたいと思います。 

 もう一つ、これは、議案第７５号「平成２５年度尾鷲市一般会計補正予算（第

４号）の議決について」のうち、予算書では１１ページ、歳入第２項国庫補助金、

第２目民生費国庫補助金の児童福祉費補助金、児童虐待・ＤＶ対策等支援事業補

助金６６万５,０００円。これは、歳出のどこに充当されたのか、御説明いただ

きたいと思います。 

議長（髙村泰德議員） 病院事務長。 
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尾鷲総合病院事務長（諦乗正君） それでは、濵中議員さんの御質問にお答えさせて

いただきます。 

 平成２５年度の尾鷲市病院事業会計補正予算（第２号）、医業費用、給与費内

報酬３７３万７,０００円の増額について御説明いたします。 

 この報酬につきましては、本年度４月１日から２名の医師が、バディ医師とし

て伊勢日赤病院から当院へ派遣されておりましたが、そのうち１名の医師が９月

から当院の正職員となりましたので、その医師の９月から翌年の３月分までの報

酬４５８万円の減と本年度の応援医師に支払っている報酬の不足予定額８３１万

を補正し、差し引き３７３万７,０００円の増額を補正したものであります。 

議長（髙村泰德議員） 事務長、数字、違うんじゃない。 

 事務長。 

尾鷲総合病院事務長（諦乗正君） 失礼しました。３７３万４,０００円でございま

した。申しわけございません。 

議長（髙村泰德議員） 福祉保健課長。 

福祉保健課長（下村新吾君） １３款国庫支出金、２項国庫補助金、２目民生費国庫

補助金、２節児童福祉費補助金の児童虐待・ＤＶ対策等支援事業費補助金６６万

５,０００円につきましては、児童虐待防止対策や女性保護対策事業費に対する

補助金で、臨時職員の女性相談員人件費であります。内訳といたしましては、女

性相談員手当として月額１０万６,８００円、女性相談員活動費が年額４万９,０

００円の合計１３３万６００円の２分の１が６６万５,０００円となり、１６ペ

ージの２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費のうち、臨時職員経費に充

当されております。 

議長（髙村泰德議員） ６番、濵中議員。 

６番（濵中佳芳子議員） ありがとうございます。 

 まず、そうしたら、病院のほうの報酬のことでお伺いしたいんですけども、今

までバディ医師で対応していたところが常勤の医師になるというところの御説明

だったかとは思うんですけれども、医師確保に関しましては、本当に執行部の皆

様、一生懸命やっていただいて、本当に病院経営にとって医師確保が大事である

ということは、これまでも何度も重ねて御説明をいただいておりますので、そこ

は十分理解するところなんですけども、ただ、この病院経営に対して、医業費用

をふやす上においてお医者さんの数は必要であるという説明であるならば、今回、

常勤にされることによって収益の増の見込みはされているのかどうかというとこ
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ろを１点お聞きしたいんですけども。 

議長（髙村泰德議員） 事務長。 

尾鷲総合病院事務長（諦乗正君） 収益に関しては、常勤医師と非常勤医師という違

いで収益を今立てておりますけども、４月１日から２名という常勤医師で計算し

ておりますので、正職員になっても同じ収益で進めておりますので、これは、も

う織り込み済みでございます。 

議長（髙村泰德議員） ６番、濵中議員。 

６番（濵中佳芳子議員） もう既にそれは織り込まれたということで理解することに

いたしますが、やはり病院経営も、例えば公共事業というものは、こういった病

院経営も含めて、もうけが出るものであれば民間が頑張ってくださるという分野

を、やはり収益が見込めなくても、そこにはなくてはならない事業であるから行

政が担っていくという意味もあるというふうには聞いております。 

 ただし、今回、一時借入金も発生しております。そういったその場のお金が不

足するような経営をやっていますと、持続可能ということにおいて不安を覚える

部分がございますので、こういった、常勤医師がふえるということで報酬がふえ

る、それは固定費用がふえてくるということで、ここで言うところの損益がふえ

てしまうこともありますので、そういった部分を含めて、やはり固定費用がふえ

るときには、そういった収益の見込みもお示しいただいて、御説明いただけると

わかりやすいかなと思うんですけども、そのあたりいかがでしょうか。 

議長（髙村泰德議員） 事務長。 

尾鷲総合病院事務長（諦乗正君） 確かに濵中議員さんの言うとおりだと思います。 

 大体医師は、ドクターが１人ふえますと、１億円という形で収入にはね上がる

と言われています。内科は特にです。 

 今、濵中議員さんの言われた発言の中に、負の診療というのもございますけど

も、例えば婦人科と小児科、これはもうなくてはならんものでございまして、は

っきり言いまして、収支は度外視して地域の安心を守っていくと、この辺は御理

解いただいていると思います。とにかく、今議員さんにもお伝えしておるのは、

特に内科のドクターをふやすことによって収益がふえていって、そこをバランス

よく、例えば小児科とか婦人科の先生の分を緩和していくということで収益が成

り立つんじゃなかろうかと思っています。 

 今、何を考えているかといいますと、例えば紀南病院なんかは、内科のドクタ

ーが１１名なんですよ。そのうち自治医大からは６名来ていただいているんです
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よ。尾鷲の場合は、結局、バディさんが１名で、庄司先生という方が東京から戻

っていただきましたけども、医局派遣は４名なんですよ。そういう少ない中でや

っているもので、今御指摘のように、応援医師の経費が上がってこざるを得ませ

ん。 

 我々の役目といたしましても、常勤のドクターに変えて非常勤の給料を減らし

ていくということが、濵中議員さんの言われるように一つの役目だと思っており

ますので、ぜひとも議員さんにも御協力をお願いして、できたら地域出身のドク

ター、特に内科のドクターを集めてまいりたいと考えていますので、御支援のほ

どよろしくお願いいたします。 

議長（髙村泰德議員） ６番、濵中議員。 

６番（濵中佳芳子議員） これ以上のやりとりをすると、ちょっと質疑の枠からはみ

出ますので、またこの後、病院に関しては質疑をされる方もいらっしゃるという

ことなので、この辺で、報酬増の内訳については理解したものとさせていただき

ます。 

 それと、福祉費のほうなんですけども、人を採用するというあたりで御説明い

ただきました。女性相談員が、これは新たにふえるというふうな予算でよろしい

でしょうか。 

議長（髙村泰德議員） 福祉保健課長。 

福祉保健課長（下村新吾君） 本年４月より女性相談員１名を配置しております。 

議長（髙村泰德議員） ６番、濵中議員。 

６番（濵中佳芳子議員） ということは、今回、新たにさらにふやすということでは

なくて、既に採用されている方の人件費の相殺というか、引き当てというふうに

理解すればよろしいですか。 

議長（髙村泰德議員） 福祉保健課長。 

福祉保健課長（下村新吾君） 既決予算に対する補助金でございます。それに充当し

ております。 

議長（髙村泰德議員） ６番、濵中議員。 

６番（濵中佳芳子議員） とにかく、この国庫補助の意味合いを調べましたところ、

やはり虐待であるとかＤＶの相談というのは、全国的にも深刻な問題になってい

るというふうに、それを解消するための対策費であるというふうに説明もされて

おります。 

 現在、採用されている女性相談員の方は、そうしますと、児童虐待・ＤＶ対策
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という名前の中では、ＤＶ対策のほうを主に担当されるというふうに理解すれば

よろしいですか。 

議長（髙村泰德議員） 福祉保健課長。 

福祉保健課長（下村新吾君） 児童虐待に関しましては、家庭児童相談員という方が

１名おりまして、新たにＤＶ対策として女性相談員を配置したものであります。 

議長（髙村泰德議員） ６番、濵中議員。 

６番（濵中佳芳子議員） ありがとうございます。 

 今、ＤＶ対策をするということで、可能であればですけども、把握されている

件数はどのくらいあるのか。その実数というものが出てきているのか。実際、以

前から、こういう福祉に対する相談というものに関しましては、一番住民の身近

にある市役所ではしにくいというような声を聞いたこともあるんですけれども、

そういった窓口対応をされるということに関しましては、現状としてはどういう

状況になっているのか、差し支えない程度で結構ですので、御説明お願いします。 

議長（髙村泰德議員） 福祉保健課長。 

福祉保健課長（下村新吾君） 児童虐待の件数は全国的にもふえており、市内におい

てもかなり出ております。 

 婦人相談のほうなんですが、いわゆるＤＶということで、今年度に入って数件

あるんですけど、ちょっと重い案件もありまして、女性保護施設への入所もあっ

たということで、御理解願います。 

議長（髙村泰德議員） ６番、濵中議員。 

６番（濵中佳芳子議員） なかなかこういったデリケートな問題に関しましては、全

て報告をというものにもならないかとは思うんですけれども、こういった予算措

置をする上で、これで十分であるとは思えませんので、今後、こういった補助制

度を利用してでも、どんどんそういった相談窓口というのを手厚くしていただく

ことで住民の安心にもつながると思います。そういった意味では、今回のこうい

った措置というものはすごく心強く感じるところですので、今後ともよろしくお

願いしたいと思います。 

 以上です。 

議長（髙村泰德議員） 次に、２番、内山  議員。 

２番（内山  議員） 私からも、病院について２点ほど質疑したいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 議案第７８号、尾鷲市病院事業会計補正予算書（第２号）及び予算説明書につ
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いて、私の質疑は３ページから８ページにまたがるので、よろしくお願いしたい

と思います。 

 まず、３ページの第６条、科目職員給与費の１億２,４００万６,０００円につ

いてですが、次の４ページにあります款病院事業費用、項医業費用給与費、目給

与費、節退職給与費１億２,７８１万２,０００円について質疑したいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 尾鷲市では、平成２５年度から勧奨退職制度の適応が復活されたと聞き及んで

いますが、この勧奨制度による早期退職者が多くなったことによる補正予算の増

額と推察されていますが、医療技術部門のどの部署の職員がそれぞれ何名早期退

職されるのか、お聞きしたいと思います。 

議長（髙村泰德議員） 病院事務長。 

尾鷲総合病院事務長（諦乗正君） 平成２５年度尾鷲市病院事業会計補正予算（第２

号）、医療費給与費内の退職給付金の１億２,７８１万２,０００円の増額につい

て説明いたします。 

 これは、先ほどお聞きされましたように、看護師が３名、医療技術職が３名の

６名がおやめになるという金額が１億２,７８１万２,０００円でございます。 

議長（髙村泰德議員） ２番、内山議員。 

２番（内山  議員） 今の説明では、看護師３名、医療技術職３名ね。それと私、

調べたんですけど、当初では、定年退職の方が、これは、看護師１名、准看護師

１名、そして医療の技術職の方が１名、そして業務員が１名と、全部で今年度は

１０名の方が退職されるそうでございます。 

 私、この１０名の方が退職するということで、今後の病院の運用については非

常に厳しくなってくるんじゃないかなと思うんですけども、そういうことは一切

ありませんか、事務長。 

議長（髙村泰德議員） 事務長。 

尾鷲総合病院事務長（諦乗正君） 一応、非常に苦しい場面に参ってまいりましたけ

ども、医療技術職というのが検査技師でございまして、臨床検査技師、これは地

元の方が３名応募していただきましたので、３名は補充しております。 

 一番特に問題なのは看護師の件なんですけども、やっぱり看護師さんが非常に

少なくて、今年度は５名ぐらいしか新規採用が見込まれておりませんので、看護

婦については、パートさんなんかを頼みながら、やっぱりやりくりをしていかな

くちゃいかん状態が続くと思います。 
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 ここの場をかりて申しわけございませんけども、近くの御親戚とか、近くの人

たちの御子弟さんで、看護職になられて遠くへ出ていかれている方たち、ぜひと

も議員さんのお力でも、１人でも多く御紹介のほどをしていただきたいと、こう

あえてよろしくお願いしたいと思っております。 

議長（髙村泰德議員） ２番、内山議員。 

２番（内山  議員） わかりました。 

 次に、７ページから８ページの予定損益計算書、とりわけ８ページの当年度純

損失をちょっと見てみますと、今年度３億５,６０６万２,０００円となっており

ますね。今回の補正予算後の退職手当、これ、６ページに給与明細書があります

が、合計で２億１,４７１万８,０００円となっております。 

 病院事業会計の純損失額の約６０.３％を占めていますが、平成２６年度から

地方公営企業会計基準の見直しがあります。その中に退職給付引当金の計上が義

務づけられるやに聞き及んでおりますが、この退職給与引当金の計上でもって、

私は病院の事業会計にどのような影響が出てくるかと心配でなりませんが、どの

ような見込みでおられるのか、お聞きしたいと思います。 

議長（髙村泰德議員） 病院事務長。 

尾鷲総合病院事務長（諦乗正君） それでは、御指摘いただきました退職の公営企業

会計改正にお答えさせていただきたいと考えております。 

 公営企業法改正によりますと、平成２６年度病院事業会計による退職給付引当

金の予想額につきましては、平成２５年度までの分が大体約１８億円程度で、そ

れを１５年の分割で毎年１億２,０００万円程度引き当てていくと、それに２６

年度分からの引当金が発生いたしまして、毎年１億円程度と考えております。今

後、１５年間は、毎年約２億２,０００万円程度の引き当てが必要になると考え

ております。 

 この時点では見込み数字でございますので、確定ではございませんけども、そ

ういうことで、病院としても非常に苦しい時代がまた来るんじゃなかろうかとは

思っております。 

議長（髙村泰德議員） ２番、内山議員。 

２番（内山  議員） 今、公営企業法によって、やっぱり引当金を積み立てなけれ

ばならない。今事務長が言うたように、約１億２,０００万ですか、約１億やね、

１５年で約２億２,０００万の積み立てをやっていかなければならないというこ

となんですけども、これはあくまでも先ほどのように見込み額で、まだ確定の数
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字じゃないということはわかりますんですけども、やはり、最後の言葉にありま

したように、今後ますます病院の経営が厳しくなってくるんじゃないんかなと推

測されます。ぜひ、事務長、病院の経営が少しでもやるように、経費の削減とか

何かに頑張っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、もう一点、一時借入金についてちょっと質問させていただきたいと思い

ます。尾鷲市病院事業会計補正予算書（第２号）及び予算説明書の１０ページ、

平成２５年度尾鷲市病院事業会計予定貸借対照表の負債の部、５、流動負債、

（１）一時借入金について質疑いたしたいと思います。 

 当初予算額では３,０００万で、第１回目の補正予算で４,５００万に、さらに

今回、第２回の補正予算では２億７,０００万円に増額されていますが、確かに

病院のこれまでの説明では、一時借入金についてはできるだけ借り入れずに、健

全経営に努めたいと答弁してきています。さらに、平成２４年度、また２５年度

では、一般会計から病院事業会計への負担金として、平成２３年度の２億５,０

００万に１億円を増額し、３億５,０００万になっておりますが、それでもなお

かつ２億７,０００万円の増額が必要なのか、増額した根拠をお聞きしたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

議長（髙村泰德議員） 事務長。 

尾鷲総合病院事務長（諦乗正君） 尾鷲市病院会計の予定貸借対照表の一時借入金が

２億５,０００万円増額の主な要因については、まず、勧奨退職制度により退職

給付金が約１億２,７００万円増額したことにあります。そして、平成２４年度

尾鷲市病院事業会計決算が確定したことにより、平成２５年度の期首現金預金残

高が約２億８,７００万円増額したことが、未収金が約２,５００万円増額したこ

と、未払金が約３億６,７００万円減少したことで、それと同額の現金が減少す

ることになって、差し引き１億５,０００万円の現金の減少と。それと、第１回

補正の予定の４,５００万と合わせて２億７,０００万という形になりました。 

 この２億７,０００万に関しては、２月の末ぐらいの収支を見て、どのぐらい

で借りるか、今議員さんもおっしゃられたように、できるだけ借入金を減らそう

と考えております。今まで借り入れなしでまいりましたけども、今回はこの勧奨

退職制度が、どうしてもこれが乗り切れない事態になっておりますけども、今の

計画においては２億７,０００万がアッパーだろうと思っておりますので、それ

を２月までの病院収支の状況を見きわめながら、借り入れの必要があれば３月に

借り入れと、３月末に借りかえを行って、来年度中に返済していきたいと考えて
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います。 

 一時借入金の利率に関しましては、今年度３月の企業債、縁故債でございます

けども、借入時の入札状況から年率０.５％前後と、こういうふうに予測はして

おりますけども、何回も申し上げますように、やっぱり現金は、借り入れるとい

うのが非常に、企業会計にしても病院会計にしても圧迫するものでございますの

で、できる限り病院も経費を落としながら、収入もふやしながら、これを狭めて

いきたいと考えていますので、ちょっと２月末までは様子を見させていただきた

いと、こう考えております。 

議長（髙村泰德議員） ２番、内山議員。 

２番（内山  議員） 今の説明では、一時借入金、これは、２億７,０００万です

か、これについてはまだ確定ではないということはわかりました。しかし、一時

借入金というのは、先ほどのように３月の初めに借り入れて、３月末に済ませな

いときはどのようにするんかということを私たち、聞きたいんですけども。 

 一時借入金については、地方公営企業法の一時借入金というのは、第２９条に

載っておるんですけれども、一時借入金については事業年度内に償還しなければ

ならないということなんですけども、多分、今回の３月に借り入れるといと、年

度をまたぐというようになると思いますんですけども、この年度をまたぐことは

できるんでしょうか。 

議長（髙村泰德議員） 事務長。 

尾鷲総合病院事務長（諦乗正君） お答えいたします。 

 ３月末に借り入れて返すということが原則になっておると思っていますので、

借り入れて、借りかえを行うという形で進めていきたいと考えております。 

議長（髙村泰德議員） ２番、内山議員。 

２番（内山  議員） 今、借りかえができるということなんですけども、一時借入

金には、確かに借り入れることはできないんですけども、その借り入れた金額で

償還はすることはできないと、一時借入金の償還についてはそういうことになっ

ておるんですけども、今それだけ、一時借り入れ、今回は約２億７,０００万で

すか、借り入れなければならないということは、やはり病院が非常に厳しくなっ

てきておると、私は常々そう思っておるんですけども、ぜひ病院の健全経営のた

めに、事務長、頑張っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 これで質疑を終わります。 
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議長（髙村泰德議員） 次に、８番、南靖久議員。 

８番（南靖久議員） おはようございます。質疑通告に従いまして、５点について順

次質疑をさせていただきますが、私の質疑が明らかに質疑の範疇を超えるようで

あれば、いつでも議長の静止の指示に従いますので、よろしくお願いをいたした

いと思います。 

 それでは、質疑に入らせていただきます。 

 まず、初めに議案第７５号「平成２５年度尾鷲市一般会計補正予算（第４号）

の議決について」のうち、補正予算説明書の６ページの第３表、債務負担行為補

正の追加分の中で、四季の尾鷲フォトコンテスト事業１４７万７,０００円につ

いては、市長の予算説明の中で、来年度に行われる市制施行６０周年記念事業と

して写真コンテストを実施するためにと説明をされておりますが、なぜこのコン

テスト予算だけ債務負担行為として今回計上されているのか、私は甚だ疑問で、

理解に苦しむものでございます。 

 先般発表されました市制６０周年を記念する原つきオリジナルナンバーの予算

につきましては、市制記念日までに合わせて作製をいたしたいということで、す

ばらしい、地元お住まいのデザインの方がされたということで、６００枚つくる

ということで、これについてはもう本当に納得し得る予算で、賛成をさせていた

だきましたけども。今回の予算につきましては、何かこの思いついて、上げなあ

かんさかい、ぽっと出してくるような、市制６０周年の予算に見受けられます。 

 まず、議会でも市民でも、今回の６０周年記念事業については、全容が全く明

らかにされていないと思うんですね、そういった意味では。そういった、来年の

６月２０日ですか、市制施行日を記念してのイベントとしてプロジェクトチーム

をつくって、いろんな計画を立てている割には、市民、議会を置き去りにした、

こういった計画が進んでおると私は疑問に感じるわけでございますので、でき得

れば、ちょっと範疇を逸脱するかもしれませんけど、今議会で説明されるのかど

うかも定かではございませんが、できたら６０周年記念の全容とあわせて、今回

予算計上された尾鷲市の四季コンテストの債務負担行為補正の中身について教え

ていただきたいと思います。 

 それと、次に、同じく補正予算書の３７ページの第３款保育所施設整備事業費

の委託料３９９万８,０００円の予算内訳につきましては、予算書にて理解をし

ております。第三保育園、あるいは矢浜保育園とは、浸水域が想定される地域の

保育所ということで、第四保育園の整備も踏まえて、新たな安全安心なところへ
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用地を確保して、できる限り早い時期に移転をさせたいという市民からの要望、

あるいは市長の強い思いもあるということで、今回、土地鑑定あるいは測量の予

算計上がされておるわけでございますけども、できたら、現在の既存の土地が、

それぞれの３園がどれほどあって、今回その３園についてどれだけの用地を確保

しようとしておるのか、まずは、その広さについてを御説明願いたいと思います。 

 また、これ、直接予算に関係する問題ではないのですが、ことしの１０月の初

旬に地元新聞に投稿されました、保育所移転の用地候補にかかわり、市民の１人

の方から用地の申し入れが……。 

議長（髙村泰德議員） 南議員、質疑。ちょっといいですか。 

８番（南靖久議員） 予算と関連しますので。 

 こういった善意ある市民の土地の候補地のアプローチというんですか、役所に

対しての。うちのところの土地を使ってくださいよといった、そのような思いに

対して何か誤解が生じたようでございますので、今回このような予算執行に当た

って、その方とはどのようなお話をされて今回予算計上されたのか、あわせてお

聞きをいたしたいと思います。できたら、相手のあるお話でございますので、答

えられる範囲で答えていただければと思います。 

 それと、次に、同じく補正予算書の２１ページ、第２款、第１項の企画費の中

で、人づくり支援事業１８５万４,０００円は、市長の説明で、ふるさと納税分

約１８０件の１９６万５,０００円のふるさと納税寄付金に対しての返礼品とし

て送るヤーヤ便の追加分費用として１１６万１,０００円と、尾鷲元気プロジェ

クト実行委員会補助金、九鬼地区、早田地区、三木浦地区、三木里の計４地区へ

の実践取り組みに対する６９万３,０００円の予算計上だと説明されております

が、いま一度、どのような予算に対しての、報償ですか、説明の内訳をお聞きい

たしたいと思います。 

 最後に、同補正予算書６４ページの給与費明細書の中から、時間外手当につい

てお聞きをいたしたいと思います。 

 今回、補正前の時間外手当額は、４,３３６万円が予算化されており、１２月

補正で９８９万５,０００円増額され、総額５,３２５万５,０００円となってお

ります。昨年の同時期を見ますと、同時期の予算と比較すると、昨年度は１,７

５４万１,０００円の時間外手当が増額されており、５,７３７万９,０００円な

んですけど、昨年度と比較すると、今回の補正予算の計上額は５６％の９８９万

５,０００円とかなり少な目ですが、各課における時間外手当の予算額とその内
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訳を、予算の大きな課で結構でございますので、お聞きをして、第１回の質疑と

いたします。よろしくお願いいたします。 

議長（髙村泰德議員） 総務課長。 

総務課長（大川一文君） それでは、初めに、市制施行６０周年記念事業の予定して

います記念事業とその大枠での予算見込みについて御説明させていただきます。 

 全体事業の概要説明がなされていないことにつきましては、大変申しわけなく

思っております。本来、全体事業説明をさせていただいた後に、今回の債務負担

行為補正に計上させていただいております四季の尾鷲フォトコンテスト事業及び

９月に補正計上させていただき承認していただきました原動機つき自転車オリジ

ナルナンバープレート事業の予算計上をすべきであったと思っております。 

 現時点での記念事業案につきましては、本定例会の総務産業常任委員会で説明

させていただく予定としておりますが、その事業概要につきましては、平成２５

年度から事業に取りかからなければならない四季の尾鷲フォトコンテスト事業、

原動機つき自転車オリジナルナンバー事業のほか、２６年度には、市制施行６０

周年記念式典、市勢要覧の制作、次世代につながる水産・森林・教育の一環した

事業として、森林塾の開催など、教育委員会では、ふるさと尾鷲「再発見＆ある

もの探し」として、自然や歴史、文化の保存と発信のための双書発行や地域探検

イベント、また、三重県文化振興事業団や三重県埋蔵文化センターとの共催事業、

天文科学館ＪＡＸＡ連携事業、おわせっこ共育フェスティバルとして、市内の小

中学校、高校生、地域住民による世代間交流や劇、合唱、体験発表などとなって

おり、予算概要では１,４００万円程度を見込んでおります。 

 以上です。 

議長（髙村泰德議員） 市長公室長。 

市長公室長（奥村英仁君） 私からは、債務負担行為補正のうち、四季の尾鷲フォト

コンテスト事業について御説明いたします。 

 市制施行６０周年記念事業の一つとしてこれも計画したものでありますが、

「共に創り 未来につなぐ 誇れるまち おわせ」をテーマに、四季を通じた未

来に伝えたい魅力ある尾鷲の風景を発見するフォトコンテスト事業を行おうとす

るものであります。 

 当事業につきましては、当初、市制施行６０周年を迎える平成２６年度にスタ

ートさせようと考えておりましたが、これも市制施行６０周年記念事業の一つと

して来年度事業として考えております、平成２１年度に作成した市勢要覧を新し
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くする事業に、その応募作品も活用したほうがより効果があると考え、平成２６

年１月１日から平成２７年１月１５日の間に市内で撮影された未発表の作品を募

集しようとするものであります。 

 来年１月からの作品を募集しようとすることから、当事業が２６年度の債務と

当然必然的になりますので、期間を平成２６年度、当事業に係る全体事業費１４

７万７,０００円を限度額とさせていただきました。 

 １４７万７,０００円の内訳は、入賞賞金や審査員謝礼として６４万円、審査

員等の旅費として２６万円、印刷製本費や消耗品費の需用費として５１万９,０

００円、通信運搬費等の役務費として５万３,０００円、展示会等の会場使用料

が５,０００円であります。 

 なお、募集については、本補正予算案を御承認賜りました後、速やかにホーム

ページや広報おわせに掲載するとともに、写真雑誌の『フォトコン』等にも掲載

依頼をし、周知を図りたいと考えております。 

 先ほど総務課長のほうからもありましたけども、これについて事前の説明もし

ていませんでした。大変申しわけなく思っております。 

議長（髙村泰德議員） 福祉保健課長。 

福祉保健課長（下村新吾君） 保育所移転用地の面積でございますが、第四保育園移

転候補地である古戸町地内の用地は、現況が宅地でございまして、６筆ございま

す。公簿面積１,４２８.８１平方メートル、矢浜保育園の移転候補地である矢浜

２丁目の用地は、現況が畑で１２筆、公簿面積１,７３７.６１平方メートルであ

ります。また、第三保育園の移転候補地である桜茶屋の用地面積につきましては、

現在確定測量を実施しているところでありますが、約５,０００平方メートルあ

り、そのうち２,０００平方メートルを保育園用地として活用できるよう、防災

危機管理室と協議を進めているところであります。 

 次に、矢浜保育園の移転候補地については、平成２４年に市民の方から２件の

利用申し出があり、今後の検討課題であるので参考意見として聞かせていただく

と回答し、了解を得ていました。その後の候補地選定において、現在候補地とし

ている用地を最適地と判断し、議会へもお示ししましたが、新聞報道等の前に、

申し入れのあった方に候補地選定の経緯を説明しなかったことについては、申し

入れのあった方に、対面にて再三謝罪させていただいております。 

議長（髙村泰德議員） 市長公室長。 

市長公室長（奥村英仁君） 次に、補正予算書の２０ページ、２１ページにあります
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２款総務費、１項総務管理費、５目企画費のうち、人づくり支援事業の報償費１

１６万１,０００円の増額につきまして御説明いたします。 

 この報償費の増額につきましては、同補正予算に計上をしております１６款寄

附金のうち、ふるさと納税に係る返礼品の費用に関する増額でございます。 

 ふるさと納税は、平成２０年度に地方税法の一部を改正する法律により個人住

民税の寄附金税制が大幅に拡張されたことにより制度化されたもので、本市にお

きましても、施行と同時に制度を活用しております。平成２４年度からは、１万

円以上のふるさと納税を頂戴した方には、尾鷲まるごとヤーヤ便の１便を、年度

に１回を限度としてお送りしており、平成２５年度に入ってから、インターネッ

トでの情報の拡散や消費増税などの税に関する関心が高まったことなどにより、

昨年度に比べて多くの方に御利用いただいております。 

 補正予算の詳細につきましては、今年度末までの本市へのふるさと納税予定を

１８０件、３０６万５,０００円とし、その方々に対する尾鷲まるごとヤーヤ便

の１便分６,４５０円に１８０件を乗じた１１６万１,０００円を計上させていた

だきました。 

 ふるさと納税は、本市を離れて生活している尾鷲出身の方、また、本市にゆか

りがあり、尾鷲市を応援したいと考えられている方の御期待に沿える制度であり

ます。これからも、多くの皆さんにこの制度を御活用いただきたいと考えており

ます。 

 また、地域の特産物を返礼の品としてお送りしている市町村が全国的にもふえ

ており、地域間競争も発生していることから、さらに本市を全国的にＰＲする方

法が必要であると考えております。 

 なお、本補正予算編成時では、年度末予定を１８０件、３０６万５,０００円

と見込んでおりましたが、１２月７日現在の申請が２１１件、３６５万円となっ

ており、既に予定件数、予定額をオーバーしております。今後も随時、議会等で、

補正予算も含めて説明をさせていただきたいと考えています。 

 それから、次に、同じく２款総務費、１項総務管理費、５目企画費のうち、人

づくり支援事業の尾鷲市元気プロジェクト実行委員会補助金６９万３,０００円

につきまして御説明いたします。 

 平成２４年度から２カ年間、三重県南部地域活性化事業の三重県集落支援モデ

ル事業として九鬼町、早田町、三木浦町、三木里町が選定され、慶應義塾大学飯

盛研究室の学生と住民の皆さんが、地域課題の洗い出しとその解決に向けた実践
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活動が行われております。本年度は、それぞれの地域で、地域住民が自分たちで

できることを学生とともに考えながら成功体験を重ねて、地域の自立力を高める

という手法により、各地区で事業が具体化されてきております。 

 これら各地区での実践事業に対して、本市としても、各地区の共通課題である

外部への情報発信についてサポートすることにより、地域の情報力をさらに強め

ることを目的として、交付する補助金を創設しようとするものであります。 

 また、その財源としては、三重県集落支援モデル地区に選定されていることか

ら、三重県南部地域活性化事業補助金を活用し、事業費の２分の１、３４万６,

０００円を充てることといたしております。 

 以上であります。 

議長（髙村泰德議員） 総務課長。 

総務課長（大川一文君） 続きまして、時間外手当の補正額について御説明させてい

ただきます。 

 当初予算計上時において、災害等の時間外手当は見込んでおりません。また、

これまでに要した時間外手当、今後各課で想定される３月までの時間外手当の見

込みを精査し、例年１２月議会において補正させていただいております。 

 今回補正計上させていただきました時間外手当補正額９８９万５,０００円の

主な要因につきましては、総務一般管理費の４００万円、これにつきましては、

当初予算に計上していない災害関係用務等の突発的業務、４月及び９月の台風１

８号の集中豪雨による時間外手当１９４万１７３円、１０月の台風２６号、２７

号における時間外手当１０２万２,４２１円、合計で２９７万８７７円。また、

５月に皇太子殿下が行啓された際に関する時間外手当１７万１,５６２円。９月

の海難事故に対する時間外手当３２万６,４８９円のほか、高速道路開通に伴う

イベント等が主な新規に発生した時間外であります。 

 また、衛生費１３３万円の時間外手当につきましては、健康増進計画策定業務

及びウオーキング事業に伴う土日勤務の業務増が主なものであり、教育費２９４

万５,０００円の時間外手当につきましては、輪内中学校、宮之上小学校耐震用

務などに係る業務が主なものであります。 

 減額分といたしましては、選挙費で１０４万５,０００円の減額。これは、市

長選挙及び市議会議員選挙に伴うものであります。 

 以上が、今回の一般行政職における時間外手当補正額９８９万５,０００円の

主な要因であります。 
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 以上です。 

議長（髙村泰德議員） ８番、南議員。 

８番（南靖久議員） 丁寧な予算に対しての説明をいただきました。ありがとうござ

いました。 

 まず、順を追って、ちょっと簡単に、また再度質疑にさせていただきます。 

 まず、市制６０周年の記念事業のことなんですけども、既に原つきオリジナル

ナンバー、あるいは今、企画のほうから、四季コンテストについては、予算が認

められればできるだけ作業に入っていくということで、それと、全体については

総務産業常任委員会のほうで、後日の委員会で詳しく報告されるということでご

ざいますので、細かい議論については総務産業委員さんのほうにしていただきた

いなと思っておりますけども。 

 かなり、今総務課長の説明によりますと、全体予算の中で約１,５００万程度

を見込んでおるということでございますけれども、今のさっと説明を受けたので、

聞いたのでは、十四、五項目の事業が予定されておる中で、悲しいかな、私ごと

なんですけども、前回の議会で、ゆるキャラ問題、あるいは尾鷲節の歌碑、プリ

ンスルパート等の問題については、もう入っていないのは残念でございますけど

も、これはこれとして、メーンテーマ、先ほど「共に創り 未来につなぐ 誇れ

るまち おわせ」をテーマとして６０周年を掲げておるわけなんですけども、こ

の事業計画についての市民参加による事業が認めたのって、幾つかあるんですか。

まず、市民参加とともに考えた事業が、今考えておられるのか、ちょっと範疇超

えるんですけども、簡単で結構でございますけども、お示しをいただきたいと思

います。 

議長（髙村泰德議員） 総務課長。 

総務課長（大川一文君） 記念事業に対して市民に募集を行ったかということなんで

すけども、市制記念事業につきましては、庁内で検討委員会を設置しまして、検

討してまいりました。その中で、今回の事業選定におきましては、市制施行４０

周年記念事業及び市制施行５０周年記念事業と同様のものを計画しており、市民

に対しての記念事業の募集までは至っておりません。 

 しかし、事業においては、第６次総合計画に沿ったテーマとして、限られた予

算内で、既存事業におわせ人づくりを絡め、森林塾の開催、おわせっこ共育フェ

スティバルなど、次代へとつながる事業として、次代を担う人づくりのための事

業を計画しております。 
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 以上です。 

議長（髙村泰德議員） ８番、南議員。 

８番（南靖久議員） 市民に対しては広くやっていないということでございますけど

も、また時間の予定もあることだし、また議会のほうへお示しをしていただくと

いうことでございますので、議会のほうからは、幾つかのまた提案があろうかと

思いますけど、ある程度幅を持った市民提案も、ぜひとも組み入れてやっていた

だきたいと思います。 

 それと、次に、保育所事業の件につきましては、これも予算審査の中でやって

いくということでございますけども、やはりくれぐれも市民の声に対して誠意を

持った、しっかりとした対応をして、誤解を招かないような予算の執行等、進め

方をぜひともお願いいたしたいと思います。 

 ふるさと納税につきましては、当然、２００８年の４月に導入された制度でご

ざいまして、要するに、自分が貢献したい地域、あるいはお世話になった地域に

対して、税控除もありますけども、例えば環境問題、福祉、教育、いろんな分野

の中でそれぞれの寄附をして、また、受けるほうとしても、その善意に応えるた

めに、尾鷲市としたら今回、今室長が説明されたふるさとヤーヤ便６,４５０円

を年１回に限り報償費として、お礼と返礼、品物として送って、できる限り尾鷲

をＰＲしようと。その試みについては、僕はこういったことで、ぜひともいろん

なことを試行錯誤しながら、いろんなヤーヤ便だけじゃなしに考えていただきた

いなと思うわけなんでございますけども、ただ、１万円に対しての６千云々とい

うのは、金額的に、残金を計算すると、人件費も含めますと、ほぼ同等額のもの

をやはり返礼としてやっているんじゃないかなというような、私自身のこの思い

があります。 

 また、寄附によって、高額の１００万円、前回ですか、教育費に充ててくださ

いということでふるさと納税をされた方に対しても、恐らく６,４５０円のヤー

ヤ便の返礼品を送っているということだと思いますので、ぜひとも近隣の、他市

では３万円以上、５万円以上、１５万円以上、あるいは５０万円以上といったよ

うな枠を設けて、返礼品の種類を考えたり、いろんなものによって違った報償を

しておるということでございますので、ぜひとも尾鷲市としても、一律じゃなし

に、そういった金額に準じた返礼品も考えていただきたいなと思いますけども、

いかがでしょうか。 

議長（髙村泰德議員） 市長公室長。 
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市長公室長（奥村英仁君） おっしゃるとおり、ふるさと納税につきましては、消費

増税などの生活に直結する事柄が続きます。来年度以降も注目されるものと考え

ておりますので、本市としても、広く全国にＰＲすることにより、多くの方に本

市への御寄附をお願いしたいと考えております。 

 その手法として、本市のホームページのＰＲはもとより、フェイスブックなど

での拡散やふるさと納税のポータルサイトへの登録なども有効でありますので、

また、納税者の事務手続の簡略化や寄附のしやすい支払いシステムの構築などの

環境整備も、先進市の事例をもとに考えてまいりたいと思っています。 

 また、返礼品に関しましては、全国各地で地域産品を返礼品としている市町村

も多く、三重県内では、２９市町中１９市町が実施している状況であります。先

ほどお話のありました、金額によってということもありますので、今おっしゃる

とおり、現在のところはヤーヤ便の１便だけでございます。今後、寄附金額次第

の、いわゆる金額ごとの幅を持たせて、ヤーヤ便以外の特典を用意することや、

書類だけのやりとりだけではなくて、尾鷲市に、先ほどお話がありました、直接

来ていただけるような仕組みなんかについても今後考えていきたいなと、このよ

うに考えています。 

議長（髙村泰德議員） ８番、南議員。 

８番（南靖久議員） ふるさと便については、よろしくお願いいたします。 

 それと、元気プロジェクトのほうは、三重県南部地域活性化事業の一環の中で、

慶応大学と地域がコラボレーションもやっておるということで、ぜひとも尾鷲市

の活性化というのは、各地域の活性化が一つの大きな要因でございますので、ぜ

ひとも行政としても全面的にバックアップをして、地域を盛り上げていただきた

いと、よろしくお願いをいたします。 

 最後に、時間外手当のことなんですけども、総務課長の御説明によりますと、

当初から、災害復旧については全く予算計上はされていないということで、４月、

９月、手当で１９４万、１０２万円というような高額な時間外手当に、災害へ出

るたびになっていくんだなという、驚いたわけなんですけども、参考までに、も

し、土日の休日ですか、２４時間、全職員体制で災害対策本部を設置された場合、

１日の２４時間でいかほどの時間外手当が要るのかな、もし、できたら参考まで

に教えていただきたいと思います。 

議長（髙村泰德議員） 総務課長。 

総務課長（大川一文君） 時間外なんですけども、災害対策本部の土日のいずれか、
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２４時間体制で全職員を張りつけした場合の金額につきましては、病院事業会計

を水道事業会計を除きまして、一般会計だけで約６６５万ほどになります。 

議長（髙村泰德議員） ここで、テレビ録画用のテープチェンジのため、しばらくお

待ちください。５分、休憩いたします。 

〔休憩 午前１１時００分〕 

〔再開 午前１１時０７分〕 

議長（髙村泰德議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（「議長、約１名がおらん。村田議員がおらん」と呼ぶ者あり） 

議長（髙村泰德議員） いい。後で来ます。 

 次に、１番、真井紀夫議員。 

１番（真井紀夫議員） 私は、平成２５年度一般会計補正予算（第４号）の５７ペー

ジにあります第９款、第２目教育総務費の事務局費の中、学校耐震整備事業設計

委託料８５０万について質疑をいたします。 

 これは申すまでもないことなんですけども、昔から子供はまちの宝、家の宝と、

これはどんな時代にあっても不変の言葉だと、こう思います。 

 それだけに、子供たちが災害から安全なところへ逃げられるよう考えるのは当

然のことだと思いますが、市長は、予算書の説明の中で、教育費は事務局費の学

校耐震整備事業で、尾鷲小学校中村山避難路実施設計業務委託料８５０万円の追

加が主なものであり、この中村山避難路整備事業は、設計期間は約５カ月必要と

なることから、年度内の実施設計が困難であるため、繰越事業とするものであり

ますというような説明をいただきました。 

 そのことについて、かなり長期に係る設計なんかなと思うんですけども、この

内容につきましては、先月ですか、少し説明を聞かせていただきましたけども、

いま一度この場で、約１億円ぐらいかかるというような説明だったかと思うんで

すけども、その内容等を説明いただきたいと、このように思います。 

議長（髙村泰德議員） 教育総務課長。 

教育委員会教育総務課長（川端直之君） 尾鷲小学校の避難路について回答させてい

ただきます。 

 平成２３年８月９日付で中村山への避難路の確保、創設に関する要望書が尾鷲

小学校ＰＴＡ、尾鷲小学校から提出されました。その後、２４年５月に尾鷲小学

校児童・園児避難路増設委員会が発足し、教育委員会も出席して協議をしてまい

りました。 



－５１－ 

 また、同年１０月３０日には、尾鷲小学校児童・園児避難路増設委員会、尾鷲

小学校ＰＴＡ、尾鷲小学校、尾鷲幼稚園ＰＴＡ、尾鷲幼稚園から、尾鷲小学校敷

地内から中村山への児童・園児避難階段もしくはスロープの設置を要望事項とし

た要望書が提出され、教育委員会だけではなく、関係各課にも意見をいただきな

がら、協議を進めてまいりました。 

 避難路の目的は、子供たちの命を守り、より安心安全な学校生活を保障するた

めに安全確保を図ることでございます。 

 現在、尾鷲小、尾鷲幼稚園の児童・園児は、中村山に避難するのに、約８分か

ら１０分かかっております。他の浸水域にある学校の安全な場所への避難に要す

る時間は、５分から６分でございます。 

 市、また、教育委員会といたしまして、学校において何より優先すべきことは、

子供たちの命を守り、より安全安心な学校生活を送ることができるようにするこ

とであります。学校敷地内から直接中村山へ逃げられるようにする避難路が確保

されれば、現在避難に要している時間を他の学校並みの五、六分に短縮でき、５

００人以上の子供たちが一斉に、より早く、より安全に避難することが可能にな

ると考えております。 

 避難路の内容につきましては、現在の更衣室等が老朽化している面もあり、こ

れを改築、この建物の屋上に階段を設置、中村山に短い橋をかけまして、歩道に

連結、頂上部まで逃げることができるようにいたします。 

 また、新校舎２階に配置しております１、２年生の教室があるんですが、その

児童が階下におりることがなく、また、旧棟ですが、東棟からの避難路として、

幼稚園児も教室から３階に上り、そのままの高さで移動、３年生以上の小学生も、

新校舎２階から直接避難できるよう、避難通路も整備予定をしております。 

 事業費につきましては、実施設計前ですので詳細の回答はできませんが、基本

契約の発注先との協議で、おおよそ１億円程度となっております。その内訳は、

土台となる更衣室棟建物で約３,０００万、連絡通路で約２,０００万、避難階段

で約２,０００万、その他周辺工事で約３,０００万となっております。このこと

から、１億円の８.５％に相当する８５０万円を実施設計費として補正予算に計

上させていただきました。 

 以上でございます。 

議長（髙村泰德議員） １番、真井議員。 

１番（真井紀夫議員） 今の説明で１億円ほどかかる事業に対しての設計費が８５０
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万という説明だったと思うんですけども、これは、もう１年にもなるんですか、

ことしの初めでしたか、尾鷲小のＰＴＡの方々、有志の方々たちが、避難路にな

らないかということで、山の麓に集まって、雑木を切ったりして整備をしたりと

いうことがありましたけども、あの考え方がどうなったのかなと思うのが一つと、

それからもう一つは、教育長がせんだってですか、今まで１０分かかっておった

のが３分ぐらい短縮できたということでしたか、新聞に出ていましたけども、そ

ういうことでは、さすが子供たちは健脚だなと。年寄りと違って、そういうこと

では何とか先生次第では、これはありがたいことだなと、そんなふうに思ったん

ですけども。 

 そういう中で、今回１億円の事業がぽっと出てきたのかなと思うんですけども、

その辺のところ、これまでＰＴＡの方々、有志の方々が考えておられたようなこ

とは、だめだったんですかね。それとも、このタワーというのは、どなたからの

提案で、避難タワーじゃないですね、避難路ですからね。避難タワーというふう

な理解をしておる方も、市民の方、多いんですけども。海辺につくるんならまだ

わかるけども、山の麓につくる避難タワー、避難路は適当なんかどうかは、これ

はまた常任委員会、予算委員会で審議がしていただけることですから、この場は

さておき、その辺のところを、今までの考え方はどういうふうに整理されておる

んですかね。その辺のところもちょっと教えていただけませんか。 

議長（髙村泰德議員） 教育長。 

教育長（二村直司君） これまで、今課長が経過を説明していただきましたけども、

当初、要望書は中村山の避難路の確保、増設ということでございました。そして、

１年後、去年の１０月に、尾鷲小学校敷地内からの中村山への児童・園児避難階

段・スロープの設置を要望という形の要望書が出されました。 

 当初、これには少し検討する時間を要するということでございましたので、当

然、保護者は今災害が起こったときにどうするかというようなことで、去年の１

２月の避難訓練も視察して、前回、答弁もさせていただきましたけども、より早

く避難できるように、いわゆる特別支援教室とか低学年の子供たちの教室からす

ぐに駐車場のあたりに出られるように、フェンスを開閉できるようにさせていた

だきました。そして、バリアフリー化も進めました。その後の練習については、

避難の時間が１分以上短縮できました。それでも、やっぱり避難経路、いわゆる

中村山の道路側ではなしに、学校から少し上がったほうの避難経路は、渋滞をま

だまだいたします。 
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 そこで、いわゆる幼稚園側から道路に出て、中村山にアプローチするあたりに、

やっぱりこれは何らかの避難できるような通路を確保したいということで、ＰＴ

Ａの方々が中心になって、避難階段を設置いたしました。これは現在も、より避

難する道は多いほうがいいだろうということで、整備をしてくれております。 

 当然その整備も含めて、今後、やっぱり学校のＰＴＡの一番の願いは、敷地内

から避難できないかということであります。といいますのは、これまでの練習の

中で１点……。 

（「これは質疑なんですか、一般質問なんか、委員会なのか、何だこりゃ」と呼

ぶ者あり） 

議長（髙村泰德議員） 質疑です。 

（「はっきりとしてくれよ、質疑やったら質疑で」と呼ぶ者あり） 

議長（髙村泰德議員） 教育長、簡潔に。 

（「教育長の答弁じゃないよ。やっぱりそこのところはきちんと仕切ってもらわ

な困るよ、これ。質疑か一般質問かわからんようなのやったら、こんなも

の、どうしようもないやないか」と呼ぶ者あり） 

教育長（二村直司君） 渋滞を避ける、それから道路での自動車との接触を避ける、

そのことを考えたときに、敷地内からの避難路がぜひとも必要だということでご

ざいました。そういうことで、今回の建設のことが進められたということであり

ます。 

議長（髙村泰德議員） １番、真井議員。 

１番（真井紀夫議員） 僕は、今回の避難路の計画と、それからこれまで取り組んで

こられた、ＰＴＡだとか役員の方だとか有志の方だとかの計画とどう整合するん

かということで、その辺のところをお尋ねしたんですけども。 

 このことについては、また常任委員会、予算委員会等で審議があろうかと思う

んですけども、この際ですから、市民の声も、あわせて届けておきたいと思うん

ですけど。１億円も……。 

議長（髙村泰德議員） 市民の声は質疑ではありません。気をつけてください。 

１番（真井紀夫議員） いずれにしても、１億円もかかる事業の設計費８５０万とい

うことで理解したらよろしいんですね。その辺のところ。 

議長（髙村泰德議員） 教育総務課長。 

教育委員会教育総務課長（川端直之君） はい。今のところ概算で大変申しわけない

んですが、実施設計をすればもっと詳細な数字が出るかとは思うんですけど、今
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のところそのように進めております。 

議長（髙村泰德議員） 以上で通告による質疑は終わりました。 

 ほかに質疑はございませんか。 

 ７番、三鬼和昭議員。 

７番（三鬼和昭議員） 通告していないのですが、先ほど、病院会計について２名の

議員が質疑をしておりましたので、それに関連してお伺いしたいと思います。 

 議案第７８号「平成２５年度尾鷲市病院事業会計補正予算（第２号）の議決に

ついて」ですが、先ほどの濵中議員の質問では、医業収入は見込めないというこ

とで、そしてその後に、内山議員が一借りについてお伺いしましたが、事務長い

わく、できるだけ借らないようにということですけど、このバランスシートを見

ますと、現金預金の約１億と、あるいは未払金２億ぐらいありますか、未払金の

支払い遅延等々をやらないと、現金預金を全部使い切るとかしないといと、この

一借りは必要ではないかなと思うんですけど。 

 そういった中で、今回の補正を見ますと、その一借りをするための利息が補正

されていないので、これはどういうことでしょうか。この説明を願いたいと思い

ます。 

議長（髙村泰德議員） 病院事務長。 

尾鷲総合病院事務長（諦乗正君） 御指摘の件に関してお答えいたします。 

 余り、借りかえとか単借りでございますので、大体０.５ぐらいで借りられる

と思っていますので、今の範囲内で上げてある支払利息の範囲内でできると、こ

う考えて、今のところは上げてございません。御了解いただきたいと思います。 

議長（髙村泰德議員） ７番、三鬼議員。 

７番（三鬼和昭議員） そのように理解はしたいとは思いますけど、本来なら、やっ

ぱりこういった補正を組むのであれば、きちっと、多分、大部分が退職金に充て

たいということで、３月に借り入れというか、２月の終わりか３月をめどにして

おるんだと思うんですけど、年度末に一旦払ってと言いますけど、今の病院の現

状であれば、多分一般会計から手当がない限り借りかえして、また１年借らざる

を得ないというのがありますから、計画を立てるときには、確かに既存の支払利

息が１億円ぐらいありますので、そこからは流用はできるのだと思いますけど、

やっぱりそれならそれで、冒頭の説明ではそのようにしていただきたいと思いま

すので、今後、そのように注意願いたいと思います。 

議長（髙村泰德議員） 他にございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（髙村泰德議員） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております１５議案は、お手元に配付の議案付託表のとお

り、会議規則第３７条の第１項の規定により、それぞれの所管の常任委員会に付

託したいと思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（髙村泰德議員） 御異議なしと認めます。よって、議題の１５議案は、それぞ

れ所管の常任委員会に付託することに決しました。 

 次に、日程第１７、陳情第６号「市民室内２５ｍ温水プールの建設・設置につ

いての陳情」を議題といたします。 

 ただいま議題の陳情につきましては、朗読を省略し、お手元に配付の陳情文書

表のとおり、所管の常任委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（髙村泰德議員） 御異議なしと認めます。よって、所管の常任委員会に付託す

ることに決しました。 

 ここで休憩いたします。再開は午後１時からといたします。 

〔休憩 午前１１時２５分〕 

〔再開 午後 １時００分〕 

議長（髙村泰德議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、日程第１８、一般質問に入ります。 

 発言通告書が提出されておりますので、お手元に配付の一般質問表に従い、順

次これを許可することにいたします。 

 抽せんの順序により、最初に、７番、三鬼和昭議員。 

〔７番（三鬼和昭議員）登壇〕 

７番（三鬼和昭議員） それでは、通告に従い一般質問を行います。 

 私の質問事項及び要旨につきましては、まちの活性化について、その中から、

集客施設のあり方について、小原野地区の有効活用について、消費税対策につい

て。 

 二つ目として、行政の組織、機構について、組織の再編及び機構改革は行わな

いのか、再任用制度についても問いたいと思いますし、嘱託及び臨時職員の処遇
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についても伺いたいと思っています。また、市長は、今般の市政報告において、

食のプロジェクト等を推進するための体制についても言及しておりますので、掘

り下げた議論をさせていただきたいと思います。 

 そして、三つ目として、教育行政について、地域に根差した教育とは、そうい

った観点においての学校の再編について伺いたいのと、津波発生時の避難対応に

ついて御提案をさせていただきます。 

 岩田市政２期日となり、市政運営における心意気について、御当人の言葉をか

りると、１期目は種をまき、２期目に花を咲かすということから、この２期目に

は、まちの活性化とともに、尾鷲市の将来像についても具現性を持って取り組み、

当市に住む人たちに夢と希望が実感できる方向性を出されるものと信じ、その施

策構築に、我々も議会として、議員として参画させていただきたいと思い、いわ

ゆる議論を交し合いたいとの思いから、当面する課題において御質問及び御提案

をさせていただきますので、建設的で明快な御答弁をお願いいたします。 

 最初のテーマは、まちの活性化についてですが、私は、一般質問等で再三、仮

称海の駅とか魚の駅という表現で、海産物と魚食をメーンとした集客施設を海岸

部に整備してこそ尾鷲のイメージであるということから、これまでに、尾鷲漁業

協同組合と連携した取り組みを提案してきました。この際、具体的な理由を述べ、

その必要性を説きたいと考えています。 

 高速道路の延伸を契機に、南に位置する熊野市では、鬼ヶ城に商業施設ができ、

過日、北に位置する紀北町が、商業施設とも言える、高速道路に面するパーキン

グ構想を発表いたしました。この間の移動時間と距離を考えると、岩田市長の提

案する高速道路と国道４２号線が交わるいわゆる仮称道の駅おわせ構想には、商

業施設の必要性などないような気がしてきたからでございます。というより、隣

接市町との競合は避けるべきであり、そのキャパシティーから、競争どころか共

倒れの危機すら感じるのは私だけでしょうか。 

 そういった観点から、当市の集客施設は、道路沿いよりも、いわゆる高速道路

である国道沿いよりも、生活感のある海岸部を中心に、国道沿いや夢古道おわせ

等へのこれまでの拠点や、町なかにあるまちの駅等への誘導型施設の整備しかな

いのではないでしょうか。 

 この提案の中には、魚市場の公設民営による生産者、いわゆる漁師さんなどの

漁業支援や、海岸部で働く人たちのための津波避難タワーを兼ねた物販施設を整

備するなど、魚のまちのイメージを最大限に生かし、施設整備こそが生き残り策
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ではないかと、強い思いが私にはいたします。 

 また、このたび和食が、世界遺産として脚光を浴びることとなりました。夢古

道おわせでのお母ちゃんのランチバイキング取り組み経験を生かし、いわゆる二

つの世界遺産のまちとして、魚食をメーンとした尾鷲飯、イコール世界遺産和食

などとしたビジョンをしっかり掲げて、まちの活性化を図るべきだと考えますが、

市長の御所見を伺いたいと存じます。 

 次に、小原野地区の有効活用についてですが、議会では、高速道路工事の際に

かけられるであろう橋を残していただくよう、地元選出の三ツ矢代議士に要望を

していますが、その後、同代議士や国土交通省関係者と、この件について触れら

れたことがありますか。 

 そして、もしその橋が残るものであれば、県営施設が皆無である当市にとって、

県議会の先生方と連携して、小原野地区に県営スポーツ公園を整備していただく

提案はできないものでしょうか。サッカーや野球やソフトテニス、あるいは屋内

短水路プール等、公式競技や、特に年間を通じ合宿ができる施設整備ができない

ものか。県当局も、南三重の活性化を真剣に考えてくれているのであれば、紀北

町や熊野市と連携した、東海や北陸、近畿地区のみならず、全国のスポーツ団体

への誘致ができる施設ではないかと思います。 

 こういった合宿ができるのであれば、合宿というような施設ができるのであれ

ば、想定される大津波による避難所としても、有効に活用できるのではないでし

ょうか。こんな提案はどうでしょうか。お考えをお聞かせください。 

 ３番目は、消費税対策についてですが、目的税とはいえ消費税が上がることは、

市内の経済にとってとても大きな影響が出るに違いありません。本年は、尾鷲商

工会議所が、独自に１割増しの商品券を発行し、高速道路の開通を記念した取り

組みはされていますが、次年度は、市としても積極的な補助を行うことを掲げる

べきですし、尾鷲商工会議所と連携のもと、経済の下支え、いわゆる景気浮揚策

として、商品券発行を進める考えはございませんか。お答えください。 

 質問の第２のテーマは、行政の組織、機構についてですが、議員活動を２０年

少々させていただいていると、当市ほどの行政規模だと、行政組織のあり方や機

構のよしあしどころか、職員像までもかいま見してしまうことがあります。今回

は、そういった質の問題よりも、これまでにも指摘させていただいた、年齢的な

隔たりの視点から、何点か伺いたいと思います。 

 現在まで、行政改革の推進のもと、職員数の削減が行われてきましたが、かな
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り以前の８年もの職員不採用期間が、年齢的な隔たりを生じさせ、現在でも、組

織編成に苦慮しているのが現状のような気がしますが、特にここ数年の退職者以

降は、課長級に５０歳前後を抜てきしなくてはならないほど、幹部級の年齢層が

不足していることが顕著であることや、年齢的な隔たりは、これまでの職員のよ

うな行政事務経験過程を継ぐことが不可能となることから、そうした先行きを鑑

みた組織や事務事業の見直しを検討されていないのか、現況を御説明してくださ

い。 

 あわせて、今定例会で市長が市政報告で述べている食の拠点づくり、食の情報

発信、食育を推進するための体制とは、具体的なお考えをお示しください。 

 また、市として、再任用制度をどのように捉まえているのか、職員に対して希

望の有無の聞き取り等を行ったことがあるのか、あるのであれば、御説明をお願

いします。 

 もう一点は、地方分権が進む中で事務事業がふえていることや、少子高齢化と

ともに市民サービスが多様化しており、正規職員にかわり、一部嘱託職員のほか

にも、臨時職員で対応していることがふえているのではと懸念を抱きます。 

 そこで、今後の正規職員の採用計画とともに、かなり重責を担いつつある嘱託

職員や長期雇用になりつつある臨時職員の位置づけについて見直しを考えていな

いのか、お示しください。 

 質問の３番目のテーマとして、教育問題に触れさせていただきます。 

 まずは、尾鷲市民文化会館２０周年事業におけるおわせっこ共育フェスティバ

ル、いわゆる文化発表会、学習発表会について喝采を贈りたいと思いますし、子

供たちの取り組みへの熱心さも大いに評価すべきだと思いますし、創作・創造性

への今後の期待感を持ったのは、私のみならず、子供たちや先生方でもあり、保

護者の方々でもあったのではないでしょうか。こういった取り組みを今後も続け

ることを希望したいと思いますが、教育委員会としてはいががですか。 

 そこで、その創作や創造性、それにひたむきな取り組みに、保護者とともに、

地域の協力なくしてなし得るものではなく、いかに地域力を教育に取り込めるか

ということも課題ではないでしょうか。日ごろ言われている地域に根差した教育

についてお示しください。 

 また、耐震化を必要とする三木里小学校や三木小学校のあり方について考えて

いく中で、地域に根差した教育を目指すのであれば、その理念を持って学校の再

編に取り組まれるべきだと考えますが、いかがですか。 
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 質問の最後は、津波発生時の避難対策について伺います。 

 当市は、全国に先駆け、「津波は、逃げるが勝ち！」とのスローガンを掲げ、

教育現場においても、率先して逃げること、まずは避難することが肝要であると

指導されていると思いますが、浸水域にある学校ほど時間を争うことから、児

童・生徒の上履きを、避難時において、雨天や冬季、いわゆる冬の時期に十分対

応できるものにすべきと考えますが、どのような取り組みや指導をされているの

か、御説明ください。 

 市長及び教育長の明快な御答弁をお願いして、壇上からの質問を終えます。 

議長（髙村泰德議員） 市長。 

〔市長（岩田昭人君）登壇〕 

市長（岩田昭人君） まず、まちの活性化についてであります。 

 これまでの魅力ある魚のまちづくりにおける魚に関連づけた観光、物産、産業

を中心とした取り組みや、現在取り組んでいますまちの駅やコツまみバルなどの

町なか回遊性の仕組みなどは、市長就任以来、港を中心とした拠点づくりなども

含めて、構想してきたものを具現化する事業として指示してきたものであります。

そして、これらを総合的に各分野で、食という共通項目による横断的かつ連動し

たまちづくりにつなげていくために、食のプロジェクトでの各課や事業が相互関

与できる体制を整えようとしているものであります。 

 現状においては、このように既存の観光資源を消費者ニーズに合う形で、魅力

ある形に組み合わせて情報発信していくことで、町なか回遊を促進し、滞在時間

の延長に伴う市内での消費経済活動につなげる施策に取り組んでいるものであり

ます。 

 さらには、高速道路の延伸に伴う地域間競争に勝ち抜く上では、こうしたソフ

ト事業としての仕組みを組み立てた上で、情報発信拠点、集客拠点とすべき尾鷲

のオリジナリティーが発揮できる集客施設の整備が必要不可欠とも考えておりま

す。 

 次に、小原野の有効活用に関しまして、関係者に対して触れているかという御

質問でありますが、この件に関しましては、以前からもお話しさせていただいて

おりますし、今後も努力してまいりたいと考えております。 

 次に、県営スポーツ公園整備の御提案についてでありますが、本市としては、

特色あるスポーツ活動を推進し、より豊かなスポーツの活動拠点、交流拠点を実

現していくために、これからのスポーツ振興の指針となる尾鷲市スポーツ振興基
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本計画、仮称でありますが、スポーツはみんなのもの、やろらい尾鷲を策定して

まいりたいと考えております。この中で、議員御提案の小原野地区の有効活用に

ついて、県営のスポーツ施設の誘致も含めて検討してまいりたいと思います。 

 次に、消費税対策のための商品券発行についてでありますが、来年度消費税率

が５％から８％に上がり、市内の経済活動にも影響が懸念されていることについ

ては、認識しているところであります。 

 国におきましては、消費税の増税に対する経済対策として、１、競争力強化策、

２、女性・若者・高齢者向け施策、３、東日本大震災からの復興、防災・安全対

策の加速、４、低所得者・子育て世帯への影響緩和を柱として、５兆５,０００

億円の補正予算を発表しましたが、本市におきましても、次年度における対応策

を考えるべく、現在、情報収集に努めているところであります。 

 会議所では、本年度高速道路開通を記念し、１０％のプレミアムつきつばき振

興券を発行して、地元経済の活性化に取り組まれているところでもあり、事業進

捗中ではありますが、これらの実績や効果とともに、事業の仕組みや課題につい

て整理しながら連携して、次年度に向けての検討を行ってまいりたいと思います。 

 次に、組織の再編及び機構改革は行わないのかにつきましては、第６次総合計

画の実現のために、まず、平成２３年度に、先行して産業関係傘下の組織の整備、

平成２４年度には、市長公室に人づくり支援係の設置、コミュニティーセンター

の設置を行い、共創によるまちづくりを進めているところであります。 

 このような中、市政報告で述べさせていただきましたが、第６次尾鷲市総合計

画における、次代を担う、地域を支える、産業を支える人づくりを具体的に進め

ていくため、その推進エンジンを食に絞り、また、総合的な取り組みとするため、

食のプロジェクトを立ち上げ、現在本部会議と作業部会をそれぞれ開催し、協議

を進めているところであります。 

 来年度には、地域や業界、市民団体、学校、家庭などと広く共有できるよう、

基本計画を取りまとめ、２期目に当たっての公約であります食の拠点づくり、食

の情報発信、食育を進めてまいりたいと考えております。 

 食のプロジェクトは、各分野の食という共通項目による横断的かつ連動したま

ちづくりを総合的に進めていくことを目指しており、各分野の活動が互いに補完

し合い、相乗効果が生ずるよう相互関与することが肝要であることから、これを

推進するため、水産と商工観光の連携を強化する組織体制について検討を行って

おります。 
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 また、平成２６年度は、第６次尾鷲市総合計画の３年目、５カ年計画である前

期基本計画の中間年に当たり、市政運営において極めて肝要な年であり、将来都

市像である「共に創り 未来につなぐ 誇れるまち おわせ」の実現に向けて、

諸施策を総合的かつ戦略的に推進し、地ごしらえから羽ばたきへと進化をさせて

いくためには、職員一人一人が公正、誠実に職務を行い、市民の皆さんとの信頼

関係をもとに共創の取り組みを進めることができる、高い意欲とすぐれた能力を

持った人材を育成することが求められています。 

 議員が御指摘されておりますように、職員の年齢構成において、高年齢層の職

員が少ない構成となっておりますが、限られた人材で、効率的、効果的な行政運

営ができるよう、さらに人材の育成と能力の形成及び能力の発揮、組織的能力の

向上に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、再任用制度につきましては、平成２３年１２月に運用方法について説明

させていただいた時点では、フルタイム任用及び役職づきとしての再任用であり

ましたが、国におきまして、人件費削減と新規採用の確保に課題がある中、再任

用を希望する職員をフルタイム勤務として再任用することが困難であると認めら

れる場合、または当該職員の個別の事情を踏まえて必要があると認められる場合

には、短時間勤務による再任用を認めるとし、高年齢者等の雇用の安定等に関す

る法律に挙げられている高年齢者等の雇用の基本的理念等を踏まえた閣議決定が

なされました。民間企業においては、高年齢者雇用確保措置の実施により、定年

を６５歳未満に定めている事業主は、雇用する高年齢者の６５歳までの安定した

雇用を確保するため、定年の引き上げ、または継続雇用制度の導入、定年制の廃

止のいずれかの措置を講じなければならないとされたものであります。 

 このことから、国においては、公務員においても、公的年金の支給開始年齢に

達するまでの間、無収入期間が発生しないよう、雇用と年金を確実に接続し、再

任用を希望する職員については再任用をするものとする閣議決定が、平成２５年

３月になされたところであります。 

 このことより、本市においても、組織運営や職員構成上の点に考慮しつつ、１

１月に一般行政職を対象とした参考調査を行い、職員の長年培った能力や経験を

有効に活用できる職務への配置等を検討しております。 

 次に、嘱託及び臨時職員の位置づけについてでありますが、議員が言われるよ

うに、近年においては、国からの権限移譲や複雑・高度化する行政課題等、職員

１人当たりの業務量が増加している状況であることから、正規職員数においては、



－６２－ 

各課におけるヒアリングを重ね、円滑な業務の運営に重点を置いた定員適正化に

努めていきたいと考えております。 

 そのことから、職員の業務を補助する臨時職員等の増員においても、一定の歯

どめをかけ、各課業務に対する職責に沿った形での嘱託職員、臨時職員の適正配

置としたいと考えております。 

議長（髙村泰德議員） 教育長。 

教育長（二村直司君） 初めに、この場をおかりしまして、おわせっこ共育フェステ

ィバルに御支援、御協力いただきました皆様方に、心よりお礼申し上げます。あ

りがとうございます。 

 それでは、三鬼議員の質問にお答えします。 

 地域に根差した教育についてでありますが、現在、市内の小中学校では、教育

ビジョンに示した次代をつくるおわせ人づくりを目指して、地域に根差し、地域

と共創したふるさと教育に取り組んでおります。 

 この取り組みでは、地域を通した学習や体験により、歴史や伝統文化、伝統の

わざを学び、人々とつながり、地域には誇れるものがいっぱいある、地域を守り

育てていきたいと子供たちが地域に誇りを持ち、地域を愛することのできる人、

担い手に育つことを願っております。 

 みずからが地域の一員であり、仲間とともに活動をなし遂げ、自分たちの活動

が地域の人々を元気づけている、役立っていると感じ、また、自分たちの活動が、

地域の人々に支えられてなし遂げることができたと、そういう実感をした子供た

ちは、決して地域を見捨てることはございません。地域に残ればその担い手とな

るし、たとえ地域を離れたとしても、仲間や周りの大人から支えられ、守り育て

られてきた経験から、いつまでもふるさと尾鷲の応援団となってくれるものと期

待しております。 

 今回の共育フェスティバルで見せた子供たちの姿は、まさにこうした願いや期

待につながるものでした。今後も続けてまいりたいと考えております。 

 これは、なかなか学校だけでは取り組めるものではございません。地域の子供

を、保護者や教職員だけでなく、地域の人々全てが、まるで家族のように大切に

見守り、育てていくことにより実現できます。学校が地域に根差し、地域と共創

し、地域の力を生かすということによってできるのです。 

 次に、学校の再編についてでありますが、議員も御存じのように、平成１８年

９月に、尾鷲市における小中学校等の適正規模及び適正配置についてといった答
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申が出され、それを受けて、平成１９年８月に尾鷲市立小中学校配置計画がまと

められております。そこには、統廃合を検討すべき学校として、小学校において

は全校児童数が３０名以下、中学校においては１５名以下になった場合など、五

つの基準が示されております。 

 教育は、個々の人格の完成を目指すものであると同時に、次代の尾鷲を担うお

わせ人づくりを目指すものでありますので、この答申や配置計画を初め、先ほど

説明させていただきました地域に根差した教育の推進とあわせて、一人一人の子

供の学びと育ちを保障するということを中心に据えて、保護者、地域の方々と十

分に話し合って進めてまいります。 

 最後に、津波発生時の避難対応についてであります。 

 現在、市内の幼、小中学校におきましては、片田先生の御指導により、津波避

難の３原則、想定を信じるな、最善を尽くせ、率先して避難せよ、これらを合い

言葉にして、さまざまな想定のもとで避難対策に取り組んでおります。避難訓練

のときは、上履きのまま逃げることを基本に、高台まで避難しております。 

 議員御指摘の、上履きを雨天や冬季に十分対応できるものにすべきということ

につきましては、現在、ほとんどの園、学校は、シューズ型の上履きを使用して

おります。スリッパ型の上履きを使用しております学校につきましても、今のと

ころ支障なく、余裕を持って避難できていると聞いておりますが、より早くより

安全な避難、雨天や冬季の対策等も十分考慮し、再度状況を確認した上で検討し

てまいりたいと思います。 

議長（髙村泰德議員） ７番、三鬼議員。 

７番（三鬼和昭議員） いろいろと御答弁ありがとうございます。 

 まず、最初のまちの活性化についてでございますが、市長、私以外のほかの議

員、同僚議員からも、尾鷲漁協さんとの話し合いであるとか、そういったのは何

回か出ておると思うんですね。 

 私、最近、尾鷲市と防災協定を結んでおる福井県の大野市でしたか、行かせて

いただいて勉強すると、道の駅をつくるに当たって、自分たちのまちをどのよう

に活性化させるかに当たって、時間をかけてかなり議論をしておった中で、どう

いうハードが要るか、先ほど市長の答えにも若干、道の駅とかにこだわったんじ

ゃなしに、どういったものが集客できるかということが出ておりましたので、そ

れもそうだなと思うんですけど。 

 そして、私、同僚議員と行ったわけですけど、行き帰り、時間がもったいない
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のでどこかへ寄っていこうかって、近江八幡市ですか、まちづくりで、商業のま

ちづくりとかってあって、やっておって、そのときに気がついた。 

 時々、黒壁がある長浜市なんかも寄るんですけど、別段高速道路沿いでなくて

も、国道沿いでなくても、十分その辺へ誘導できるまちの活性化、イメージさえ

あれば、誘導できると思うんですね。 

 道の駅等々は、私は最初、商工会議所さんとお話しさせていただいたときに、

防災拠点という前提でそういったものをつくることはやぶさかではないと、国が、

そういう方針というか、東日本大震災のいわゆる救援隊が行く部分においても、

そういったのがないよりあるべきだという、このことは十分論理的にも理解して

おるんですけど、ただ、まちの活性化云々という場合は、私は、５年後には、４

２号線よりかも、高速北と南がつながるという前提ですれば、４２号線の今の盛

り上がりというのも若干欠けていくのではないかなとする考えから、やはり尾鷲

市は、尾鷲市だったら海とか魚とか、そういったイメージをするものでなければ、

むしろそれがあったら、そういった国道沿いになくても、まちへ入ってきてくれ

る、まちへ寄ってくれるのではないかということから、私は魚市場を公設で整備

する考え方とか、当然運営については民営ですけど、そういったことも必要では

ないかと思うんですが、そういった観点を踏まえて、もう一度、尾鷲漁協さんや

水産関係、あるいは国とか県とかいうところの話を、話というか、そういった検

討をしていくという気はございませんか、どうなんでしょうか。 

議長（髙村泰德議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 現在の高速道路の延伸によりまして、随分来客者数がふえてお

ります。その来客数の通る定位とか、通過する様子をまず詳細に、一度調べなん

とは思っていますが、もし北と南がつながった場合については随分、尾鷲が通過

点になっていく可能性がありますので、言われますように、私は、前から食の拠

点づくりとか言わせていただいておりますように、尾鷲は食でいく、食というこ

とは魚が中心となってきますので、それに力を入れた誘導型の施設というのが、

これは当然必要だと思っておるし、道の駅についても引き続き必要だというよう

な、両方必要というような、やっぱり双方が町なか誘導型の施設に、相互が補完

するような形での施設整備が必要ではないかなと思っております。 

議長（髙村泰德議員） ７番、三鬼議員。 

７番（三鬼和昭議員） 私、この質問とかこの内容は２遍も３遍もやっておるので、

現行がどうこうというわけ、ここへ来て、昨年からことしの流れの中で、尾鷲の、
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市長は、いろんな魚の種類とか、興味を持たれてやっておるようですけど、わか

りやすく言えば、長久丸さんやとか物産さんのマグロ類であるとか、それでこれ

までのブリ、あるいはタイであるとかカツオであるとかって、尾鷲のブランドイ

メージをわかりやすく上げるものというのが出てきて、それも大きな売りででき

ると思うんですね。 

 そういった意味で、私たちは、確かにヒノキもありますけど、市長が、いわゆ

る食でまちづくりというのを考えるのであれば、やっぱり浜方にそういった集客

施設は必ず絶対要るのではないかと思いますけど、そういった意味合いを含めて、

海のほうにそういった集客施設、尾鷲を象徴するような、そういった施設を整備

する気持ちはありますか。どうですか。 

議長（髙村泰德議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 今現在、食のプロジェクトで、職員がいろいろ議論をさせてい

ただいておりますけども、それは、ただ単に食を情報発信して売るというだけで

はなしに、じゃ、施設的にはどうなんかということも含めて議論しておりますし、

私は、それはぜひ必要だと思っておりますので、整備に向けて議論を深めていき

たい。 

 どういうような形でというのは大変難しい問題がありますけども、しかし、尾

鷲にとっては、議員が言われましたように、魚、ここにきてアオリイカのブラン

ド化もしておりますし、マグロについても、良栄丸さんと長久丸さんの二つが先

駆的な取り組みをしていただいておりますので、それらを売っていくような拠点、

もっと言えば、それが産業につながっていくような施設にしていけたらいいなと

いうふうな議論を今、職員と進めているところであります。 

議長（髙村泰德議員） ７番、三鬼議員。 

７番（三鬼和昭議員） 市長の、はっきりではないにしてでも、そういった施設もあ

りきという考えで進めておると理解すればいいんですね。うなずいておるので、

そう理解したいと思いますけど。 

 それとあわせて、第１次産業の漁業に携わる人たちが段々減ってきよる中で、

私は１回目の質問の中にも、市場の公設民営というか、公設にすることによって、

仲買さんの競争力を高めること、いわゆる浜値を幾らでも安定さすということは、

近海やっておる方、あるいはこのように、物産さんみたいに、定期的に入ってこ

られる方も踏まえて、非常に大事なことではないかと。 

 だんだん水産のまちと言いながらも、第１次産業の漁師さんが減ってきよる段
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階では、そういったことがありますので、私は、物販施設も当然ですし、魚市場

につきましてでも、そういった公設民営という考え方を含めて、やはり尾鷲漁協

さんを中心とした水産関係の方々と、市長みずからが積極的に、ある意味、計画

さえきちっと立てれば漁協さんにせい水産関係の人によって、同じようなテーブ

ルに着いて、話し合おうじゃないかというきっかけはつくってくれると思うんで

すけどね。 

 その辺はどうなんですか。私は、具体的な計画を一日も早く出すべきだと思う

んですが、その辺は、市長はどうお考えになっていますか。 

議長（髙村泰德議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 市場のあり方をどうしていくかというものも、大きな問題だと

思っています。食で売っていく以上は、やはり市場も、今、老朽化していますの

で、それをどうするかとかで、そういったことについて、これから議論を進めて

いかなければならんと思っていますし、その必要性は十分認めておるところであ

ります。 

議長（髙村泰德議員） ７番、三鬼議員。 

７番（三鬼和昭議員） うなずいておりますし、そういった集客施設と、浜方に、そ

れで施設整備も鑑みた取り組みをされておると私は理解したいと思っていますし、

ぜひ市場のことも踏まえて水産関係の方々と、やっぱりある程度話しかけをしに

行くというのも一つですし、構想を持って、具体的なことに参画してほしいとい

う呼びかけというのも大事だと思いますし。 

 やっぱり市長、尾鷲でトップの立場の方ですから、市長が動くのが、物事にと

って一番大きなきっかけ、契機になるのではないかと思いますので。我々、ほか

の議員も気持ちは一緒だと思うんですけど、そういったこと含めて、もう少し具

体的なことを決めて、浜方の方と、もちろん県の土地が大部分を占めますよって、

県の方たちにも可能性も含めて、した上で、そうしていただきたいと思うし、そ

れができる、進められるのであれば、全国初の水産関係のところにも、ふだんは

展望できる避難タワーもセットでということでやれば、私は、全国からの視察

等々も含めて、また新たな活性策にもなると思っておる。ただ、食のソフトソフ

トというだけでは、だめだと思うので、その辺、具体的に取り組みを議会のほう

にも示していただきたいと思うんですが、どうですか。 

議長（髙村泰德議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 先ほどの１回目の回答のときにも言わせていただいたように、
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やはりソフトだけでは限度がありますので、ソフトですと、あくまでも生きがい

対策的になりがちでありますので、ハードとあわせて産業につながるような食で

のまちおこしをやっていくべきではないかなというふうに思っております。これ

から議論して、議会にも示させていただきたいと思っておりますし、市民の皆さ

んにも示させていただきたいと思っております。 

議長（髙村泰德議員） ７番、三鬼議員。 

７番（三鬼和昭議員） ぜひやってほしいと思いますし、それをやることによって、

これまでも尾鷲飯というか、食の紹介をしてとか、今、国道沿いで、具体的に表

現してもらうとおととさんですか、尾鷲市全体として、それからまちの駅で、今、

干物屋さんが回ったりとか、いろいろしてますよね。それが全て生きてくるよう

に思うんですわ。町なかへ来て時間を過ごしていただける可能性が広がると思う

ので、ぜひそのような進め方をしていただきたいと思います。 

 後のほうでも出てくるんですけど、先ほど市長は、水産と商工観光を食のプロ

ジェクト等とするのに検討しておるということは、これは、後の質問にもあるん

ですけど、具体的に言うと課の統合とか、そういうのも含めて、推進体制を庁内

でもつくっていくということですか。 

議長（髙村泰德議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） ６次産業化、あるいは農商工連携といったものを推進して、食

のまちづくりを進めていく上で、どういった組織が一番最適かというお話の中で、

やはり水産部門、今まで水産部門と商工あるいは観光といったものが、連携はし

ておるけども十分な連携ではないんじゃないかなという気がしますので、統廃合

も含めて、水産部門と商工部門あるいは観光部門がもっと密接な連携ができるよ

うな組織はどういった組織がいいかなというのを、今、議論をしているところで

あります。 

議長（髙村泰德議員） ７番、三鬼議員。 

７番（三鬼和昭議員） その辺のところは、後の行政の機構のほうでももう少し掘り

下げて聞きたいと思いますが、二つ目の小原野地区、高速道路北と南、北インタ

ー、南インターをつなぐ中で、工事的に必要であろうということで、議会が積極

的に地元の代議士さんにもお願いしたというんですけど、市長としても、そうい

った意向には賛成なわけですね。機会あるたびにそういったお願いというか、そ

れは進めておると受けとめて間違いないんですか。橋を残していただくこと自体。 

議長（髙村泰德議員） 市長。 
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市長（岩田昭人君） ずっと継続して、話はさせていただいております。 

議長（髙村泰德議員） ７番、三鬼議員。 

７番（三鬼和昭議員） ぜひ進めていただきたい。単純な意味の防災にも相当役に立

つと思いますし。 

 それと、最近、尾鷲とか、特に紀北町なんか、下北山にスポーツ合宿するとこ

ろがあって、そこへ集まった方たちが帰りに紀伊長島とか、そういうので、また

一晩、二晩泊まって、サッカーをしたりというのも、そういった交流もかなり進

んでおるみたいですわ。 

 当市は、どういうわけか、総合的なグラウンドが一切ないとか、以前は、サッ

カーなんかも中電さんのグラウンドを使わせていただいたりする中で、それでも

う一つ、この三重県、特に尾鷲市は県営の施設が一切ない中で、私は県会議員の

先生なんかともお願いして、小原野地区にそういった橋が残っていくのであれば、

スポーツの、県へ働きかけというんか、そういうのは、総合スポーツ公園という

のは有効じゃないかと。それが合宿場であるとか、そういった平地をつくってお

けば、想定される東海・東南海地震等で、万が一何かあったときには、その対応

ができると。 

 また、防災だけでいろんな施設をつくっていくというのには、尾鷲市はそれほ

ど財政の余裕もないし、負荷も大きい中で、ふだん有効利用できるものがそのよ

うに災害、被災時には有効に活用できるというのがあり、なおかつプール等々も

陳情が来ておる中で、県営の、そういった競技ができるとか、スポーツが楽しめ

るというのがあればもっといいと思いますし、後々全国から、大学であるとか、

そういうのを勧誘すれば、宿泊等々も含めて活性化になるのではないかと思いま

すけど、そういったものを具体的に、ビジョンを描いてから取り組むとは言って

いますけど、市長の個人的な考えとしては、そういうのは持ち合わせていません

か。 

議長（髙村泰德議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 隣の熊野市さんは、長い年月をかけて、ソフトボールや野球で

随分集客して、宿泊等も随分にぎわっている。これは長い間の努力の結果だと思

っておりますが、最近になって、競技場さんがスポーツの合宿にも力を入れ出し

ているというところでありますけども。 

 当然そういうような形になればいいなとは思っておりますけども、今までのス

ポーツ施設の状況を見ていますと、ずっと一貫した考えがないように思いますの
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で、施設もそうでありますけども、やっぱり一貫した考えのもとに施設整備を進

めていくべきじゃないかなというふうな気がしております。 

 個人的には、もちろんそういうような形で、地域に泊まっていただいてスポー

ツしていただくというようなことになればいいなと思っておりますけども、そう

いった計画の見直しの中で、施設整備も検討していきたいと思っております。 

議長（髙村泰德議員） ７番、三鬼議員。 

７番（三鬼和昭議員） それと同時に、当市にはよく、この前の水泳の件もそうです

けど、新聞で市長のところへ、いろんな大会で、三重県大会で優勝したとか、東

海大会に出場するとか、国の大会に出るという、優秀な師弟というんか、子供た

ちが多いわけですから、市としても、尾鷲っ子、人材育成という面では、行政と

しても、そういったスポーツ施設の整備というんですか、当然当市は財政的には

難しい面があるにしてでも、一貫した考えの中で、そういった面では、県に働き

かけというのも私は必要ではないかなと思いますので、ぜひお願いしたいと思っ

ています。 

 それから、商品券、私ははっきり、消費税というのは５％が８％になるという

話ですけど、たかが８％と言いながらも、消費税の中で言ったら６割消費税が上

がるわけですから、非常に景気なんかも疲弊しておる、アベノミクスがどうやこ

うやと言いながらでも、田舎までそういった影響がない中では厳しいという中で、

私は、ことしも商工会議所と連携して、市がやるべきじゃなかったんかなと思う

んですけど、来年は特に、そのように今年度いっぱいで高速道路の予定のものが

開通するというのもあるし、そういった中で、片っ方では消費税がというような

ので、商工会議所さん等ともよく考えて、それで市のほうでも、景気動向を把握

した中で、この１割の商品券を、私は商工会議所さんと連携するんだったら、総

額３億円くらいの規模でやるべきだと思いますけど。利子補給ですから３,００

０万少々になると思うんですけど、商工会議所さんが独自でもどこまで持つかと

いうのはあるんですけど。 

 そういった考えはどうかというのと、商工会議所さんにも、具体的に来年どう

こうするという働きかけとか、呼びかけをしていくという考えはあるのかないの

か、ちょっとお答えください。 

議長（髙村泰德議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 本年度のつばき振興券につきましては、売れ行きも随分好調な

ようでありますし、その効果については、いろいろ取り沙汰されておりますけど、
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しかし一定の効果には間違いないところでありますので、来年度については、市

も関与するような形でできたらいいなということで、話し合いを進めていきたい

と思っております。 

議長（髙村泰德議員） ７番、三鬼議員。 

７番（三鬼和昭議員） ぜひ、高齢化になっていく中で、買い物ができないとか云々

になったらあれですので、それは検討していただきたいし、使えるのは市内の中

ということですから、有効だと思うのでよろしくお願いします。 

 続きまして、行政の組織、機構について、先ほど市長の答えでは、市長の取り

組みを利便的にやるということから、水産と商工観光推進課の連携というか、機

構の統廃合も考えて、具体的に考えておるということが言われておりましたので、

それは今後、どうなんですか、具体的にはその方向性を受けとめて間違いないん

ですか、課の統廃合を含めて。その辺については、やるやらないということは、

やると理解したらいいんですか。 

議長（髙村泰德議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 水産の現場と商工の部門とあるいは観光の部門と、もっと連携

できる仕組みをぜひやりたいと思っております。 

議長（髙村泰德議員） ７番、三鬼議員。 

７番（三鬼和昭議員） それと、先ほどの答弁にもありましたように、ここ二、三年

の方が退職されると、ずっと年齢的に、この８年間採用しなかったのがあるとい

うことから、今のポスト数の中で課長職につかれる方が５０歳くらいの方も課長

職って、それはそれで、民間へ行けば、４０歳くらいでも重責を担っておる方は

幾らでもいますから、ただ、行政においては、順番的に行政事務を見習ってきた

という経緯があるので、一遍に大丈夫かなということが思う中で、女性の方の課

長登用も積極的に行わなくてはいけないんじゃないかなと。 

 その中で１点、私は、保健福祉センターができたときに、保健福祉課は全部あ

そこに行くべきだと提案した１人で、その結果、社協の関係があって、保健師さ

んの部門しか行ってないけど、よくあそこへ行くと非常に、行政なんか社協なん

か、よくわからない中で、狭いところでやっておって、この際、保健師さんたち

を本庁へして、福祉保険課をあわせてするほうが、多様化した業務も、いろいろ

と取り組みやすいのではないかと思いますけど、その辺については考えないです

か。 

 それとあわせて、全体に今のところ検討はしておるけど、全体な大幅な行政の
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見直しというのは、この時期に考えていないのか。というのは、市長、既にこと

し改選でしたけど、もう来年の３月には、市長がやるどということを残っておる

のも、３年しかなくなるわけですね。 

 まず、３期目も云々という話じゃなしに、今期でやっぱり花を咲かしていただ

かないといと、１期目は畑を耕しただけで、２期目は何の種をまくか考えよった

というのではだめだと思うんです。先のことを言って申しわけないんですけど、

そういった意味で、大幅な施策に、もう一度今の施策と年齢構成的なものに合う

ような機構の見直しや検討をしていないのかどうか、その２点お答えください。 

議長（髙村泰德議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 保健師さんを本庁にという話につきましては、保健センターの

ほうにいろんな教室もあるというようなことがあって、いろいろ過去にも検討し

てきておりますけども、なかなか難しい面があるんかなというふうには思ってお

ります。 

 それから、組織については、私は、最初の年に産業関係の傘下を一応再編させ

ていただいて、それから財政を独立させて、それからコミュニティーセンターを

先端性にしたというようなところで、一応自分の考え方としては、組織的には固

まりつつあるんかなというところでありますけど、しかし、ここに来て、食のま

ちづくりという中で、もう一度組織を考えていきたい。若干のやっぱり事務分掌

上のそごというのは各課にまだありますので、その辺の整理はしなければならん

とは思っておりますけども、しかし基本的には、ほぼ組織的には、今回の食のま

ちづくりに見合う組織でいけるんじゃないかなというふうに思っております。 

議長（髙村泰德議員） ７番、三鬼議員。 

７番（三鬼和昭議員） 時間がないので。 

 あと、機構改革のほうでは、再任用のほうは、早期にやめる人がおって再任用

するというのもちょっと矛盾したような話というか、定年まで待たずにもうやめ

てく人がおる中で、まだおる、おって再任用というのもどうかなってちょっとあ

れやけど、国の方針に従って、これは進めていただいたら結構だと思うんですけ

ど。 

 現在の嘱託職員の方であるとか、特に臨時職員の方も以前改革して半年か１年

で一旦区切ってということがありますけど、一緒の方が、長いこと一緒のような

職務を担当したりする中で、正職員が少なくなった中で、窓口とかそういったの

も、３年契約なり５年契約を含めた嘱託という形をきちっと線引きしていくのも
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いいのではないかなって思うところがあるのと、それが１点と、言ったら、職員

のＯＢの方にＮＰＯでつくっていただいて、臨時職員とか、そういうのを派遣す

る組織をつくっていただいて、そこで行政指導していただいて、そこから職員を

配置、採用するという考え等々もあろうかと思います。その辺は、アイデア的に

あるんかないんかというのを。 

 もう短くていいですので、済みません。教育をもう一遍入れたいので。 

議長（髙村泰德議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 何人かの市職のＯＢの方とは、一定の業務を、退職後に何らか

の組織をつくって、引き受けていただくようなことができないかというような議

論はさせていただいております。 

議長（髙村泰德議員） ７番、三鬼議員。 

７番（三鬼和昭議員） ちょっと時間的なあれで。 

 教育において、教育長の思いはわかったんですけど、私も、その平成１７年の

策定に努めまして、そのときは数の論理が主でしたけど、今、新たな国の方針で

あるとか、その後の教育の方針が変わった中では、地域に根差したとか、特に市

長が今、食、特に魚食で、また、世界遺産に向け、世界遺産に日本の和食という

のが取り入れられた中で、地域とか、先ほどの地域に根差したというのも大事だ

と思うんですけど、そういった中で、三木里小学校でも三木小学校の統廃合を検

討していかなくちゃいけない中で、やはり地域でするならば、市長は魚食と言っ

ておるように、この地域で、水産、漁村にあった学校が三木浦しか残っていない

ようなところがあって、そういったことも十分考えた中で、後の教育というんで

すか、再編を検討していただかなくちゃいけないなと思うんですけど、その辺の

考えはどうかというのが１点と。 

 それから私、上履きで逃げている、靴式の上履きってわかるんですけど、津波

で、逃げるだけで済むわけじゃないので、あちこち行くといと、一晩ぐらいは学

校が預かっておくとか、渡さないとかというのがあったときに、寒い時期である

とか雨の時季にあったときに、私はむしろ、普通の靴を上履きに使って、特に尾

鷲小学校であるとか尾鷲中学校、矢浜小学校、宮之上とか輪内中学校ですか、そ

ういったのを上履きにして、そのまま、避難したときに、十分対応できるような

のに検討していくべきではないかなと。 

 視察で回った折に、海抜三十何メーターのところに救命胴衣が置いてあったり

って、これは県から来たやつでしょうけど、そういった問題よりかも、避難した
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ときの、どこでも、一晩くらいの食事であるとか一晩くらいの暖をとるのである

とかというぐらいが、先進市ではやっておるわけですから、少なくとも、身を十

分に、寒さとかそういったことも守れるというのも、逃げるだけじゃなしに必要

ではないかなと思うので、その辺を今後どうしていくのかを含めて、この２点、

お伺いしたいと思います。 

議長（髙村泰德議員） 教育長。 

教育長（二村直司君） まず、学校再編についてお答えします。 

 ともかく古くから学校は、地域に根差して、地域とともに歩んできたと思うん

ですね。学校そのものの行事活動の中に、本当にたくさんの地域の方々が御参加

をして、そしてみずからの持つ暮らしの知恵とかわざを、本当に学校に提供して

くださいました。 

 ともかく今、地域に学校がなくなるということについては、単に児童・生徒の

学びやが奪われてしまうということではないと思うんですね。やっぱり学校は地

域のシンボルであり、文化のセンターであるというふうに捉えております。また、

地域の人の心のよりどころであろうというふうなことを感じております。 

 今、議員御指摘のように、やっぱり地域の産業そのものとも随分かかわってい

ると、まちづくりと学校づくり、学校づくりとまちづくりというのは、随分関係

性があるというふうに思います。ですから、現在、児童・生徒数が激減している

地域、ここにおいては、学校教育のみならずに、市民一体となって、住む人をふ

やしていくような、そういう取り組みも必要だなというふうに感じております。 

 そういった視点からも、本当に答申、あるいは配置計画の基準に、構想の中に

入ってしまった学校、だから統廃合というふうなことではなくて、今言ったよう

に、地域にある学校の存在そのもの、そして何よりも、やっぱり子供たちの学力、

社会性、そういうものを育て上げるのには、一体学校環境としてどういうものが

望ましいのか、そこを十分、保護者、地域の方と話し合いながら、今も御指摘の

ような、地域に根差した学校づくり、それとの整合性とも図って、十分協議して

進めていかなくてはいけないというふうに考えております。 

 それから、先ほど御提案の上履きのことについては、本当に、ある意味非常に

重要な御指摘だというふうに思っております。私ごとになりますけども、かつて

学校が荒れたときに、スリッパでは、とてもじゃないけれどもいろんな生徒たち

の動きに対応はできません。運動靴を上履きにして、そして、教育活動に当たっ

ておりました。そういう教訓もございますし、今の御指摘等を含めて、学校での
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上履きというのは、どういったことが一番安全にかかわるのか、検討してまいり

たいというふうに考えます。 

議長（髙村泰德議員） ７番、三鬼議員。 

７番（三鬼和昭議員） 今回、できる限り、私としては建設的な一般質問をさせてい

ただきましたので、ぜひ、やりとりしたことが可能になるように、私、個人的な

ことも言いましたし、また、全体的な考えをも、同じような考えもする方もおろ

うかと思いますので、ぜひそのように、市長、教育長、よろしくお願いします。 

 ありがとうございました。 

議長（髙村泰德議員） ここで休憩いたします。再開は２時１０分からとします。 

〔休憩 午後 ２時００分〕 

〔再開 午後 ２時１０分〕 

議長（髙村泰德議員） 休憩前に引き続き一般質問を行います。 

 次に、３番、中平隆夫議員。 

〔３番（中平隆夫議員）登壇〕 

３番（中平隆夫議員） それでは、通告に従いまして質問させていただきます。 

 １２月に入り、日を追うごとに寒さが厳しくなってまいりました。寒さに負け

ないよう、議場では、建設的な熱い議論を闘わせたいところでございます。 

 さりながら、１２月４日、第４回定例会初日におきましては、熱い論戦ではな

く、見苦しい混乱がありました。市民の皆様には、困惑の声、また、怒りの声等

も、私のもとにも届いております。その場に居合わせました議員の１人として、

今後、このような状況、これは流動的でなかなか難しいところなんですけども、

混乱、そういったことが生じないように、努力いたす所存であります。 

 さて、今回私がお聞きしたいのは、今後の尾鷲市の防災についてであります。

先日矢浜地区にあいあいの丘が完成し、早速、尾鷲市との間に防災協定が結ばれ

まして、津波避難ビルとして活躍していただけることとなりました。市政報告で

も、岩田市長が述べられておりますけれども、ホテルビオラ、クラウンコーポ、

ＮＴＴビルに続く４番目の緊急的一時避難施設となったわけですけれども、さて、

この４件には、一つ、共通点というのがあると思います。 

 それは、全て民間の施設であるということです。まことにありがたい話で、尾

鷲市民の命を守るための場を提供していただき、私も深く感謝しておる次第なん

ですけども。 

 ところで、市長、尾鷲市が自前で建設した、あるいは造成した避難設備という



－７５－ 

のは、どこかにありますでしょうか。 

 尾鷲市では、まず、教育関連施設の耐震化並びに建てかえ等により防災対策を

スタートさせたと認識しております。将来を担う子供たちの命をまず優先したわ

けですけれども、これはこれですばらしいスタートを切ったなと個人的にも思っ

ております。 

 数年前に中国のほうで起こりました四川大地震では、たしか小学校でしたか、

見るも無残な瓦れきの山と化して、たくさんの子供たちの生命を奪ったことは記

憶に新しいところでありますけれども、当時手抜き工事があったのではないかと

の指摘なんかはありましたけど、いずれにしても、すごい悲劇であったことは間

違いないところですけど。 

 学校施設は、２次避難の場としても有効利用されることも予想されますし、そ

ういう観点からも、すばらしい計画であったと思います。ただ、その前に、肝心

かなめの命が失われてしまったのでは、そういった施設も、その方々には役に立

つことはできませんし、そういう意味からしますと、少し本末転倒ではないかな

という思いも拭い切れません。 

 ＬＥＤ照明等の設置による夜間の避難路確保、また、２６年度には宮前橋の耐

震化など、少しずつではありますが、着々と防災対策は進んでおります。また、

つい先日には、尾鷲小学校より直接中村山へ逃げられる避難通路及び避難階段を

つくる計画等が明らかにされまして、これは今定例会におきましても、その設計

のための予算案が計上されておるわけでございます。 

 ただ、個人的な印象ではございますが、何かいきなり出てきたなという感じが

否めません。宮前橋の件しかり、今回の避難階段構想しかり。何でそのような唐

突感を感じてしまうのか。それはやはり、長期的なビジョンという、そういった

もの、それに基づく防災計画というものが、私を含めた市民に、これは提供され

ていないからじゃないかと考えます。 

 例えば、１年後にはこのあたりに避難タワーをつくりますよ、平成何年までに

新しい避難路を整備しますよ、そういった具体的な、そして、何年か後には尾鷲

市の防災対策が全て完成しますといったような未来図というのが全く示されてい

ないし、見えていないように思います。岩田市長も２期目に入っており、広い視

野を持っておられる市長ですので、ぜひとも、これは防災だけに限らずなんです

けれども、尾鷲市の未来図というものをお示しいただきたいと思います。 

 １１月の末ですけれども、私を含めました有志議員７名で、静岡のほうに政務



－７６－ 

調査に行ってまいりました。視察をするに当たりまして、いろいろとネット検索

とかを通じて調べさせていただいて、やはり防災対策においては先進県と言われ

ております静岡を選びまして、現地に足を運びまして、お話を伺ったり、実際に

避難タワー等に登ったり、また、特におもしろかったのが、造成中の、命山と呼

ばれる、盛り土をした、何と表現したらいいんですかね、丘というか、そういっ

たものなんかも見学させていただいたんですけども、いずれの都市にでも共通す

るのは、何年か後には防災対策というものが一応一旦全て完成するという、つま

り、長期的な計画に基づく明確なビジョンというのがあるということです。 

 重ねて申し上げます。岩田市長におかれまして、ぜひそういった方針をお示し

いただきたい。今すぐにというわけにもいかないでしょうから、今既に用意され

ているのであれば別なんですけども、しかしながら、できるだけ早い機会に出し

ていただき、市民を安心させていただきたいと思います。 

 ここで私から、一つ提案がございます。 

 瀬木山町の第三保育園が桜茶屋のほうに移転するという計画になっております

が、その跡地なんですけれども、これは、どうされるんでしょうかね。これ、何

か計画があれば別なんですが、もし何もないのであれば、あの場所に１基津波避

難タワーはいかがなものかなと。あのあたりは、標高がたしか７メーター少しあ

るんじゃないでしょうか。ですから、１２メーターくらいのタワーを一つつくれ

ば、かなりの方をケアできるんじゃないかなと思うんですけれども。 

 静岡県の袋井のほうで見てまいりました避難タワーは、階段とスロープを併用

して、言うたら、足の悪い方なんかでも逃げられるような、そういったすばらし

いものだったんですけども、難点は、１億５,０００万という、すごい値段が高

いってことですね、あったんですけれども、屋上のほうに備蓄庫等も備えつけら

れておりまして、中には、ちょっとした医療器具というか、医療用品、衣料品で

あるとか非常食であるとか、そういった簡単なものなんかも入っておりました。

正直、ええなと思ったんですけどもね。尾鷲に欲しいなというふうに思ったんで

すけれども。 

 元来私は、避難タワーの建設というよりも、もともと高台移転のほうが望まし

いというふうに思っておりました。高台移転、先ほども言いましたような、お年

寄り、足の悪い方が、やはり避難できない。もとから、そういった方はやはり高

台のほうに移転していただいたほうがいいんじゃないかなというふうに思ってお

ったんですけれども、現実的にはやはり時間もかかりますし、時間もかかるし、
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費用のほうもやはり相当かかるんじゃないかなということで、次善の策として、

津波避難タワーの建設が現実的であると、そういった認識も新たにいたしまして、

場所的にも、どうでしょう、ＮＴＴビルとの距離感。何よりも市有地であります

しね、あそこは。あの場所に一つ避難タワーがあれば、それに基づいて今後の長

期的な計画というのも立てやすくなると思うんですけども、市長、いかがなもの

でしょう。 

 中村山へ全ての人が避難するということは、これは現実的ではありませんし、

不可能だと思います。たとえ津波により財産がなくなっても命は守る、全くのこ

れ、猿知恵、浅知恵かもしれませんけれども、ぜひとも一度御考慮いただきたい

と思います。先ほど三鬼議員のほうからもお話がありましたけれども、財政上の

問題等もありまして、簡単ではないことは重々承知しておりますが、そこのとこ

ろは、市長に手腕、辣腕を発揮していただいて、もし実現性があるのならば、ぜ

ひ実現していただきたいと切にお願い申し上げます。 

 ただ、そもそも津波避難タワーをつくるつもりがあるのか、全く肝心なことを

聞いておりませんでしたけれども、市長は、そういった津波避難タワーにつきま

しては、１基なり２基なり、つくられるおつもりはございますでしょうか。 

 以上で私の一般質問とさせていただきます。 

議長（髙村泰德議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） まず、防災関連施設の整備については、第６次尾鷲市総合計画

においても、安全安心なまちづくりを重要課題とし、また、２期目に当たっての

スローガンとしても、命のまちづくりを掲げておるところであります。 

 さらに、本市地域防災計画においても、災害予防計画を策定しており、被害を

軽減するための対策や施設整備を定めております。 

 このことから、向井小学校の耐震整備や、尾鷲幼稚園、尾鷲小学校、輪内中学

校、宮之上小学校の改築を行い、保育所の移転整備についても計画し、進めてい

るところであります。 

 津波避難施設につきましても、宮前橋のかけかえや尾鷲小学校の避難階段など

の避難路整備を進めるとともに、情報伝達体制の構築や自主防災組織の活性化、

地域ごとの避難計画の策定など、自助、共助の取り組みを促進していくためのさ

まざまなソフト対策を進めております。今後は、このような基本的な取り組みを

継続的に推進していく一方で、新しい想定におけるシミュレーションをもとにし

た避難施設の最適配置計画等の検討を進めており、ソフト対策とハード対策を組
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み合わせた、総合的な防災対策を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、第三保育園移転後の用地につきましては、瀬木山町、林町地域周辺の避

難対象エリアでの避難候補地として、どのような避難施設がよいのかを含め、計

画の検討を進めてまいります。また、野地乳児保育園や矢浜保育園の跡地につい

ても、同様の考えであります。 

 災害から市民の生命及び財産を守るため、本市に最も適した施設整備施策を推

進してまいります。避難タワーとか、そういった話じゃなしに、整備計画の中で

最適配置、例えばここは避難タワーであったり、いろんな施設の整備をこれから

進めていきたいという計画をやります。 

議長（髙村泰德議員） ３番、中平議員。 

３番（中平隆夫議員） おおよそリミットのないお話というのはないと思うんですけ

れども、市長、ただいまのお話、例えば瀬木山町、検討していただけると。あと、

いろんなソフト、ハードの面ということで対策を進めているというお話なんです

けども、リミットが示されていないですね。だいたいいつくらいまでにそういっ

た対策というのはできるんでしょうか。 

議長（髙村泰德議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 前回の議会のときも示させていただいたんですけども、今、新

しいシミュレーションの中で、ロードマップとか被害想定をやりながら、その中

で、この地区についてはどういう施設が最適なんかという調査をやっているとい

うふうに前の議会のときにもお示しさせていただいたわけですので、その新しい

シミュレーションができないとそれができませんから、それを受けて早急にやり

たいと思っております。 

議長（髙村泰德議員） ３番、中平議員。 

３番（中平隆夫議員） その新しいシミュレーションというのは、大体どのくらいま

でに。ですから、そういったところをお示しいただきたいんですよ。例えば来年

の３月ぐらいまでには終わるんだとか、もしかしたらあと１年かかるであるとか、

そういったことをやっぱりお示しいただかないと、少しまだ不安感が残るんです

よね。そういったところを私、お尋ねしているんですけど。 

議長（髙村泰德議員） 防災危機管理室長。 

防災危機管理室長（大和勝浩君） 先ほど御質問ですけど、いつまでというのは、９

月の補正で上げさせてもらいまして、シミュレーション事業をさせていただいて

おります。これが基本となりまして、年度末にはロードマップのあたりはできて
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くると。それをもとに、ハザードマップ、それから先ほど言われました最適な配

備計画を立てて、できれば２６年度の内にはお示ししたいと考えております。 

議長（髙村泰德議員） ３番、中平議員。 

３番（中平隆夫議員） そうしますと、２６年度の内に、長期的な、全体的な、全体

像というのを示していただけるということで理解させていただいてよろしいでし

ょうか。 

議長（髙村泰德議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 最適配置については示したいと思っております。 

議長（髙村泰德議員） ３番、中平議員。 

３番（中平隆夫議員） それと、今回、第三保育園の移転につきまして、園児構成に

ついて、ちょっと提案させていただきたいんですけども、第三保育園の園児構成

といいますのは、ゼロ歳児から５歳児までだと思うんですけれども。違いますか

ね。１歳児ですか。済みません。近くに、これは桜茶屋に移転するわけなんです

が、宮ノ上に第二保育園がございまして、これ、僕、坂場町に住んでおりますの

で、宮ノ上の方からよく陳情を受けるんですけど、市長、あそこにも乳幼児がお

るわけなんですね。 

 避難訓練等をしまして、あそこの県職員の住宅が４月にできたんですけれども、

そこの門扉のところが、どうしても逃げづらいと。いわば乳母車を押して、通る

には通るんですけれども、狭いので、そこで渋滞が発生する。しかも、保育士の

方だけじゃなくて、小学生の高学年まで押しているような状況だというふうに聞

いております。したがいまして、そういう子供たちを逃がすときの負担、これが

どうしても気になるということで、どうにかならないかという、そういった話を

伺っておるんです。 

 この際、近くにそういった施設もできるわけですし、たしか２,０００平米っ

ていいましたか、できるわけですので、そこにそういった乳幼児の方を統合して

しまったらどうかなと。これは、宮ノ上の保育園だけじゃなくて、矢浜、その他

いろいろ、これ、交通の便の問題とか、父兄さんのいろんな考え方もあるんでし

ょうけども、命を優先させるということで、そういったお考えなんかどうかなと

思うんですけど、いかがでしょう。 

議長（髙村泰德議員） 福祉保健課長。 

福祉保健課長（下村新吾君） 議員の御提案にあります、乳幼児の高台の保育所への

集約についてなんですが、多様化する子育て支援ニーズに対応するため、尾鷲市
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では、さまざまな特別保育事業を実施しております。そういった中で、乳幼児に

つきましては、いわゆるゼロ歳児、第二保育園で１２月１日現在で４名、あと、

尾鷲乳児で１２名、南町保育園で１名保育しておるところでございますが、今回、

矢浜保育園、第三保育園と高台に移転ということで、矢浜保育園でも乳児保育が

できないのか、まして、第三保育園のほうで乳児保育を実施し、第二保育園の乳

児を第三へ移すということも踏まえて、今後、運営を実施していただいておる民

生事業協会と協議を進めていきたいと思います。 

 ともあれ、子供たちの安全かつ良好な環境での保育が最適でございますので、

その辺は十分検討してまいりたいと思います。 

議長（髙村泰德議員） ３番、中平議員。 

３番（中平隆夫議員） ありがとうございます。ぜひ本当に、これ、検討していただ

ければ、実現できればすごく安心だと思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

 それと、今回、先ほどの質問の中ではちょっと触れなかったんですけれども、

防災関連ということで、防災、２次的な避難施設、学校はやはり２次的な避難施

設になり得ると思うんですが、これは体育館等も含めてそうだと思うんですけど

も、実は私、先日、ＨＵＧですか、避難所運営ゲームというのに初参加させてい

ただきまして、その際に、そういった運営委員会ですか、そういったもののシミ

ュレーションというのをさせていただいたんですけれども、そのときに非常に困

ったのが、来る人の想定ですね。体の悪い人ですとか、あとは全く車椅子の人で

すとか、そういった人をどういうふうな形でそういう割り振りをするかというよ

うな、そういったゲームだったんですが、そこで感じましたのが、受け付けです

ね。受け付けをする際に、受付票なるものがあればすごく便利だなというふうに、

そのときの感想として思ったんです。 

 といいますのが、例えば僕なんかでは、ぐあいの悪い人を診ることはできませ

んし、何かあったときに、そういう、餅は餅屋といいますか、例えば保育士さん

であれば、子供をやっぱりあやすのは上手なんじゃないかなとか、看護師さんで

あれば、そういったことに役に立っていただけるんじゃないかなということで。 

 したがいまして、そういった２次避難所となり得るような、予想される場所に、

あらかじめそういったものを配布したりするのはどうかなということ、これは、

こちらのほうに言ったほうがええんかな、防災のほうですかね、それなんかもち

ょっと提案させていただきたいんです。どうでしょうか。 



－８１－ 

議長（髙村泰德議員） 防災危機管理室長。 

防災危機管理室長（大和勝浩君） 現在、２次避難ということで、中期的な避難にな

ると思われるんですけど、議員さん言われるように、その方の状況は把握するの

が、もちろんするべきことであって、現在、そこまでの整備は行われておらんと

思います。それで、今後もそういうところまで、地域防災計画を来年度から見直

す予定でございますので、そこで細かいところまでの危機管理マニュアルを策定

して、その中に反映させていきたいと考えております。 

 以上です。 

議長（髙村泰德議員） ３番、中平議員。 

３番（中平隆夫議員） あわせてその施設内に、これもまた静岡、このゲーム自体が

静岡県が発祥ですので、例えばこういう際には使わないでくださいとか、そうい

ったものをあらかじめ張ってあるとか、そういったことなんかもあるらしいので、

そういったこともあわせて検討いただければと思います。 

議長（髙村泰德議員） 答弁。 

３番（中平隆夫議員） もしよろしければ、返事をいただければ。 

議長（髙村泰德議員） 室長。 

防災危機管理室長（大和勝浩君） わかりました。ちょっと勉強させていただいて、

先進市の事例は活用させていただきたいと思います。 

議長（髙村泰德議員） ３番、中平議員。 

３番（中平隆夫議員） きょうは、防災対策ということに絞らせていただきまして、

お話しさせていただきました。 

 いずれにしましても、先日、村田議員のほうから中村の削る構想というのがあ

りましたね。この実現性云々につきましては、これはともかく、その構想の中に

は、市役所の移転であるですとか公園の整備等とか、そういったプラン等がござ

いまして、こういったものが一種長期的なプランに基づいた計画なんじゃないか

なというふうに感銘を受けたんですけども。市長、どうでしょう、そういったよ

うな、この防災計画等につきましては、２６年度中ということで先ほどお返事い

ただいたんですけれども、そういったものも含めて、やはり出していただけるよ

うな、そういったお考えもちょっとお伺いしたいです。 

議長（髙村泰德議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 中平議員は見ていただいていないかもわかりませんけども、尾

鷲市公共施設耐震化に関する取組方針と改修計画の骨子案というのがありまして、
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これは何年とか、そういう話じゃないですけど、短期、中期、長期といった整理

は、一応させてはいただいております。 

議長（髙村泰德議員） ３番、中平議員。 

３番（中平隆夫議員） じゃ、済みません。私の勉強不足ということであれですね。 

 それはともかく、具体案というのを僕はちょっとお伺いしたいもので、そうい

ったものをお示しいただけないかなということで、今お願いしておるんですけど

も、どうでしょう。 

議長（髙村泰德議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 具体案といいますと、姿ですか。 

３番（中平隆夫議員） 姿です。見たいのは姿です。 

市長（岩田昭人君） 姿ということは、もうそれは実施計画という段階でのお示しに

なると思いますので、その辺はなかなか難しいと思います。 

議長（髙村泰德議員） ３番、中平議員。 

３番（中平隆夫議員） わかりました。 

 今回私の勉強不足もありまして、いろいろ御迷惑をおかけしましたけれども、

いずれにしましても、防災対策につきましては、今後とも計画に基づいてよろし

くお願いしたいと思います。 

 じゃ、以上、これをもちまして質問を終わらせていただきます。 

議長（髙村泰德議員） 以上で本日の一般質問は打ち切り、あす１１日水曜日午前１

０時より続行することにいたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

〔散会 午後 ２時３７分〕 
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